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○議長（吉田敏郎） 

皆さんおはようございます。ただいまの出席議員は１１名です。定足数に達して

おりますので、これより令和４年、開成町議会１２月定例会議第２日目の会議を開

きます。 

午前９時００分 

○議長（吉田敏郎） 

なお、本定例会においては、新型コロナウイルス感染防止のため、マスクの着用

と着座での発言を許可しております。 

では直ちに日程に入ります。 

日程第 １ 一般質問を行います。 

１０番、井上慎司議員、どうぞ。 

○１０番（井上慎司） 

おはようございます。１０番、井上慎司です。通告に従いまして、２つの質問を

いたします。 

１つ目の質問、投票率向上に向けての取組を問う。 

令和元年６月定例会議において、投票率向上についての一般質問をしましたが、

直近の令和４年７月の参議院議員選挙での投票率は、前回参議院選挙から６．９３

ポイント上昇し、その前年の令和３年、衆議院選挙小選挙区でも前回比で２．４７

ポイント上昇しています。 

しかし、この投票率は有権者全体からすれば、まだまだ対策を講じる必要がある

数字であると考えます。 

町長はこの状況をどう認識されているのか。また、選挙管理委員会と連携し、取

り組まれた投票率向上の対策や今後考えられる対策はあるのか伺います。 

２項目めの質問は、後ほど自席から行わせていただきます。よろしくお願いいた

します。 

○議長（吉田敏郎） 

町長。 

○町長（府川裕一） 

井上議員の御質問にお答えをいたします。 

まず最初にお断りさせていただきますが、令和元年議会６月定例会議のときと同

様に、選挙に関する執行や管理は、地方自治法に基づき、首長から独立した機関と

して設置している選挙管理委員会が所管しているため、この場では私が感じている

ことについて述べさせていただきます。 

はじめに本町の投票状況でありますが、令和４年４月１０日執行の参議院選挙、

参議院議員通常選挙、選挙区の本町の投票率は５９．５８％であり、前回選挙と比

較して６．９３ポイント上昇しております。 

また、令和３年１０月３１日執行の衆議院総選挙小選挙区における本町の投票率

は６３．３８％であり、前回選挙と比較して、２．４７ポイント上昇しております。 



－７０－ 

このように近年の選挙における本町の投票率は上昇しており、全国平均、神奈川

県平均を上回る結果となっております。 

選挙は国民が政治に参加し、主権者としてその意思を政治に反映させることので

きる最も重要な機会であります。投票率については、主権者の意識、当該選挙にお

ける争点の明確性や立候補状況、社会経済情勢など、様々な事情が複雑に影響する

ものであり、投票率の向上を図るための特効薬はないと認識しております。 

私としては、投票率の向上を図るため、選挙管理委員会が実施する環境整備や啓

発活動に対して、予算や人員配置の面などからしっかりと支えていきたいと考えて

おります。 

また、立候補者が御自身の考えや政策などを分かりやすく、効果的に主権者に伝

えていくことも、投票率向上のためには大切なことだと捉えております。 

以上であります。よろしくお願いいたします。 

○議長（吉田敏郎） 

１０番、井上慎司議員。 

○１０番（井上慎司） 

１０番、井上慎司です。本定例会には選挙管理委員長が出席されていないので、

行政側として回答しにくい面もあるかとは思いますが、可能な範囲での御答弁をよ

ろしくお願いします。 

では、順次再質問をさせていただきます。 

投票率の向上を図るための特効薬はないと認識されているとの御答弁でしたが、

私もそのように認識しており、だからこそこつこつと啓発を重ねることや、状況に

合わせた利便性の向上をさせていくことが重要であると思っております。 

前回の私の一般質問以降、期日前投票所での受付時間の短縮を図るため、受付事

務をシステム化することや、期日前投票所内で記載している宣誓書を入場券と一体

化するなどの利便性の向上を図られておりますが、今後新たな取組について選挙管

理委員会から要望などは上がってきておりますか、伺います。 

○議長（吉田敏郎） 

参事兼総務課長。 

○参事兼総務課長（中戸川進二） 

ただいまの御質問にお答えいたします。 

新たな取組ということの中で、今年度実施しております参議院議員選挙の中で、

選挙公報をポスティング方式で配布しているといった実績がございます。新たなと

いう部分ではないのですが、試行的に今年度実施してございまして、おおむね３．

５日ぐらいで配り終わったという実績がございます。今後も有権者の意思をしっか

りと伝えていくということの中で、ポスティングについて継続できる部分について

は継続をしていくといった御意見も出ております。 

以上です。 

○議長（吉田敏郎） 
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１０番、井上議員。 

○１０番（井上慎司） 

今後の新たな取組というのは特に上がってないということですが、ポスティング

についてはまた後ほどちょっと別で質問させていただきます。 

投票率の向上を図るため、選挙管理委員会が実施する環境整備や啓発活動に対し

て、予算や人員配置の面などから支えていくとの御答弁がありましたので、今後要

望が出た際には、積極的な支援をお願いしたいと思います。 

令和元年６月定例会議での私の一般質問への答弁の中で、投票率の低下に対して

できることは、長期的には有権者の政治・選挙への関心を高めること、短期的には

選挙環境の向上を図ることであると申されておりました。投票環境の向上に関して

は、以前に投票所への送迎を行ったところ、利用者がいなかったので一度限りで取

りやめてしまった経緯があるかと思います。 

結果として利用者がいなかったことは残念ですが、こういった取組を積極的に行

う姿勢は、私は大変評価しております。 

今後の投票環境の向上策として、公用車を利用した期日前投票所の移動投票所と

いうのは考えられないでしょうか。 

○議長（吉田敏郎） 

参事兼総務課長。 

○参事兼総務課長（中戸川進二） 

移動投票所を、ということの御質問にお答えいたします。 

本町のまず投票環境といたしまして、自宅から近い場所で投票ができる環境とい

うことで、今現在、８か所の投票所を設けてございまして、神奈川県内では面積に

対する投票所が最も多い市町村となってございます。 

さらにどの投票所にも駐車場を完備してございまして、投票しやすい環境という

部分では、最大限配慮をしているつもりでございます。こういったことから、移動

投票所ということは、今現在考えてはいないといった状況でございます。 

○議長（吉田敏郎） 

１０番、井上議員。 

○１０番（井上慎司） 

本町においては、平成２７年度の統一地方選挙から投票所を常設されて、現在８

か所になっているのは承知しております。町域に対しての投票所の配置状況も十分

だとは思っておりますが、現在、地域の支え合い活動などで、ごみ捨てを依頼され

る方も増えてきております。 

そういった方などは投票所に出向くのも大変なのかなと思っているところであり

ます。 

期日前投票所を移動型として、それで戸別訪問をしていくという形ではなくても、

デイサービスの現場へ出向くなど、できることがあるのではないのかと思っており

ますので、こちらも選挙管理委員会と相談や調整を進めていただきたいなと思って
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おります。よろしくお願いいたします。 

次の質問です。立候補者が有権者に対し、分かりやすく効果的に政策などの考え

を伝えていくことも大切であるとの御答弁でしたが、平成２５年にインターネット

を使って選挙運動ができるようになり、候補者自身が政策をＰＲするツールは増え

たものの、紙媒体での選挙公報も未だ重要であると考えます。 

さきの参議院議員選挙で、先ほど御答弁の中にあった選挙公報の戸別配布を行っ

ておりましたが、こちらおおよそ３．５日程度日数かかったということでしたが、

今後予定されている統一地方選挙の短い期間でも、選挙公報の戸別配付は可能でし

ょうか。伺います。 

○議長（吉田敏郎） 

参事兼総務課長。 

○参事兼総務課長（中戸川進二） 

ただいまの議員の御質問にお答えいたします。 

まず、選挙公報につきましては、先ほども申し上げましたが、今年の参議院選挙

からポスティング配布としてございます。それまでは新聞折り込みという形で実施

してございましたが、広報のポスティング配布ということに合わせながら、全世帯

にしっかりと配布する方法ということでやってございます。 

選挙公報の作成のスケジュールの部分なのですが、まず立候補の届出を締め切っ

た後に、選挙管理委員会で、掲載順を決めるくじをその日のうちに行います。さら

にそのくじで決めた順番に従い、広報の原版を作成いたします。その原版の作成が

できましたら、印刷をすると。その印刷に基づいて選挙公報ができ上がるというこ

とですので、まず配布する前に、夜通し作業をして最低でも１日は時間がかかって

しまうということが１点。 

それから、配布の後ろの期日なのですが、町の選挙におきましては、選挙投票日

の前日までに配布するというルールがございますので、できてから前日までに配布

し終わる必要があるという実態です。 

町の選挙におきましては、投票日の５日前までに公示するというルールの中でや

ってございますので、その３点、この前回の実績３．５日はその５日間の中で、果

たして有効に配布する期間として適切に配布ができるかどうかというところが１点

課題としてございます。 

しかしながら、多くの方に選挙公報を配布するという意味で、ポスティングが有

力と考えてございますので、できる方向を模索しながらやっていきたいなと考えて

ございます。 

以上です。 

○議長（吉田敏郎） 

１０番、井上議員。 

○１０番（井上慎司） 

ぜひこれは取り組んでいただきたいなと思っているのですが、実質３．５日、こ
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の期間中が全て雨だとか、まず仮に台風とか、雪とか、悪天候だった場合は、実質

的には３．５日大分難しい状況になるのか。天候に左右されずに、おおよそ配布で

きそうなスケジュールで動けそうなのか、その辺も現時点での状況でお分かりにな

ればお示しください。 

○議長（吉田敏郎） 

参事兼総務課長。 

○参事兼総務課長（中戸川進二） 

ただいまの議員の御質問にお答えいたします。 

３．５日というのが、今年の参議院選挙の結果でございまして、先ほど申し上げ

たとおり、より期間を短縮して実施するほうが効果的だろうと考えてございますの

で、天候の要素も含めまして、できるだけしっかり把握できるような方法を今現在

検討・調整してございます。 

以上です。 

○議長（吉田敏郎） 

１０番、井上議員。 

○１０番（井上慎司） 

これまでの「広報かいせい」の戸別配布でのノウハウ等もあるかと思いますので、

そういったものも参考にしながら、期日前投票で動かれる方も大変多くいらっしゃ

ると思いますので、できるだけ早く戸別配布ができるような形を模索していただい

てぜひ実行に移していただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。 

本町の２０１９年に行われた統一地方選挙の投票率に関して申し上げますと、２

０１５年の統一地方選挙の状況と比較しまして、４ポイント以上低下している状況

です。国政選挙では投票率向上しておりますが、この統一地方選では実質的には投

票率下がっている状況です。行政としても今後も引き続き投票率向上に向けた空気

感の醸成に努めていただきたいと思っております。小さなところだと、福祉コミュ

ニティバスに投票所を、期日前投票を行っているよというのを掲示するだとか、そ

ういったことからでも簡単にできるのではないかと思っております。 

選挙は候補者のためではなく、その地域に住む皆様なものであると思っておりま

す。より多くの方に関心を持ってもらうことが、政治参加の第一歩だと思います。

選挙に関心を持つ大人の姿が子どもたちにとっても大変良い主権者教育になるとも

思っています。そして、それが若年層の投票率の低さに歯止めをかけることになっ

ているのではないかなとも思っております。今後とも、選挙管理委員会と一体とな

って、取組のほう、よろしくお願いいたします。 

１項目めの質問は以上となります。 

引き続きまして、２つ目の項目、質問に移らせていただきます。 

自治体版マイナポイントの積極活用を問う。自治体がマイナンバーカードを活用

し、キャッシュレス決済で使えるポイントを住民に付与できる仕組みが創設されま

した。これはマイナポイント事業の自治体版で、ポイントを付与する事業や、対象
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者の範囲など、具体的な実施方法は各自治体が柔軟に設計できるものとなっていま

す。 

一例を挙げますと、ボランティア活動や自治体イベントへの参加に対してのポイ

ント付与。 

移住定住促進の支援金や、子育て世帯への出産祝い金、交通弱者へのタクシー料

金の補助など、そういったものをポイントとすることや、地域経済の消費喚起策と

して買い物額の一定割合をポイントとして付与することなどが可能となります。  

本町でも、各課の政策の創意工夫で幅広い活用が見込めるとともに、マイナンバ

ーカードの普及にもつながる取組となり、キャッシュレス化、デジタル化の推進に

寄与する大きな可能性があることから、自治体版マイナポイント事業に積極的に取

り組む考えがあるのか、について伺います。よろしくお願いいたします。 

○議長（吉田敏郎） 

町長。 

○町長（府川裕一） 

それでは井上議員の２つ目の自治体版マイナポイントの積極活用を問う、につい

てお答えいたします。 

マイナポイントとは、マイナンバーカードを利用してキャッシュレス決済サービ

スを提供する事業者を通じて付与されるポイントです。 

本年６月３０日からマイナポイント第２弾が開始され、マイナンバーカードの新

規取得、健康保険証としての利用申込み、公金受取口座の登録によって、最大２万

ポイントが付与される仕組みとなっています。 

またマイナポイント設定対応のスマートフォンや、パソコン及びＩＣカードリー

ダーを持っていない方、操作が難しい方、マイナポイントについて分からないこと

がある方などに設定支援を行っております。 

御質問の自治体マイナポイント事業とは、決済サービス事業者との連携の仕組み

を備えた、マイキープラットフォームを活用し、決済サービス事業者との連携によ

り、地方自治体等の様々な取組であるポイント給付施策を実施する仕組みでありま

す。令和４年１０月末現在、全国で４５自治体がこの事業に登録をしております。

令和３年度のモデル事業実施において、契約、生産に係る事務手続の業務負担が高

い、ポイント付与類方が複雑、参加自治体、決済事業者が少ないなどが課題として

挙げられております。 

開成町として本制度に参画するに当たっての課題としては、国の補助が初期のシ

ステム構築等に限ること。カード取得者と未取得者とで不公平が生じることなどが

考えられます。 

開成町としては、現時点で本事業に取り組むことは考えておりませんが、今後も

マイナンバーカードの取得を促進するとともに、将来的な利活用の可能性を含め、

自治体マイナポイントモデル事業の検証結果や先進自治体の取組について情報収集

を行っていきたいと考えております。 
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以上であります。よろしくお願いいたします。 

○議長（吉田敏郎） 

１０番、井上議員。 

○１０番（井上慎司） 

１０番、井上慎司です。 

本年１０月末現在のマイナンバーカードの全国平均交付率５１．１％のところ、

本町では５１．５％ということで、全国平均を上回っており、また足柄上地域１市

５町の中でも最も高い交付率であることから、マイナンバーカードを利用した先進

的取組もあわせて進めていくべきであると考えております。そういった観点から再

質問させていただきます。 

自治体マイナポイントは、地方自治体がマイナンバーカードを利用し、キャッシ

ュレス決済で使えるポイントを住民に付与する制度です。 

現在カードの新規取得や健康保険証としての利用することで、最大２万円分のマ

イナポイントを付与する事業を国が実施しておりますが、自治体マイナポイントは

こちらの国の事業とは異なり、自治体が独自にポイントを付与できる仕組みです。  

御答弁の中では、開成町としては現時点で自治体マイナポイントの導入について

は考えていないとのことでしたが、これまでにこの自治体マイナポイントの導入に

関して検討はされたのでしょうか。また検討されていたら、その経緯などをお示し

ください。 

○議長（吉田敏郎） 

参事兼企画政策課長。 

○参事兼企画政策課長（田中栄之） 

御質問にお答えをさせていただきたいと思います。自治体マイナポイントという

この事業の制度ができてから、内部では当然検討してございます。所管課としては

私ども企画政策課のほうで所管をさせていただいております。 

ただいまの町長答弁にもありましたように、現在は国のほうで最大２万ポイント、

取得に伴って２万ポイントの付与しているということで、先ほど申し上げました先

行自治体、４５自治体の中身を見ますと、１万ポイントあるいは５，０００ポイン

トを持っているだけで付与しましょうという事業をやっているところが大変多くご

ざいます。 

逆に裏を返しますと、今、２万ポイントにあと５，０００ポイント上乗せをして、

飛躍的にその取得率が上がるのかと。こういう部分で言いますと、少し疑問な点が

残るということで、現時点で考えておりますのは、付与に伴うものというよりも、

ある一定程度普及をした段階で、これを使って、そこにポイントを付与していくと。

こういう形で今後進めていくということで、町長答弁にありましたように、研究を

していきたいということでございます。 

○議長（吉田敏郎） 

１０番、井上議員。 
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○１０番（井上慎司） 

今の御答弁の中であった、大きい金額をどかんとマイナンバーカードを持たれて

いる方に付与するということではなく、今、答弁の中であったように、私が考えて

いるのが、地域通貨のようなポイント付与制度を自治体マイナポイントを使って行

っていったらどうかなということを提案したいと思っております。  

確かに大きな金額を、マイナンバーカードを持っている方々だけに付与していく

というのは公平性に欠けるとは思っております。自治体マイナポイントの将来的な

利活用に向けた事前の取組として地域通貨としての取組をしていくというのも有効

なのかなと思っているところなのですが、先ほど御答弁の中にもあった、国からの

補助が初期費用だけしか入らないというところもあります。まだ、これも確定はさ

れていないのですが、総務省は自治体マイナポイントを全国へ広げるために、事業

実施に向けたシステム改修費などへの支援を目的とした補助金制度を、２３年度、

来年度創設する方向で、予算の概算要求に盛り込んでいく方向だということは伺っ

ております。 

また自治体マイナポイントを導入するに当たっては、決済業者へ支払う費用等、

大分膨らむ部分もあるかとは思います。確かに様々な課題はあるかと思うのですが、

現時点で町民の半数以上は取得されている状況ですので、今から様々な方向性を調

査研究していく必要はあると考えております。 

自治体マイナポイントの将来的な利活用に向けた、その事前の取組として国のシ

ステム、マイキープラットフォーム、こちらを使わずに、町内だけの施策としての

地域通貨の導入について伺います。 

地域通貨をコミュニティポイントとして利用することで、地域内の経済循環、ボ

ランティアや読書など、そうした地域コミュニティ活動や文化活動などへ参加され

た方へのポイント付与、あるいは健康増進の行政の政策との連携など、そういった、

例えばスポレク大会に参加した方にポイント付与、そういった形などが図られるか

と思います。 

本町は町域が狭いので、広域連携という観点なども含めた中で、地域通貨の取組

についてはどのようにお考えでしょうか。 

○議長（吉田敏郎） 

参事兼企画政策課長。 

○参事兼企画政策課長（田中栄之） 

それではお答えをさせていただきたいと思います。 

まず最初にお話ありました来年度の国の予算化の動向につきましては、情報は少

しずつ入ってまいりましたので、そこも注視しながら活用のタイミングがあれば、

ぜひ積極的に活用したいと考えてございます。 

地域ポイントにつきましては、今、議員御発言のように、一定のエリア内で発行

されて利用される、いわゆる地産地消のポイントと、こう言われてございます。 

実際、そのやっているところを一つ一つ見てみますと、ただいま御発言ありまし
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たように、例えば健康増進ポイントであるとか、防災ポイントだとか、エコポイン

トと、いろいろな名前をつけて実行されている自治体が数多くございます。 

この先に１つ大きな別れ道としましては、いわゆるその貯めたポイントを単純に

お買い物に使う、いわゆる○○Ｐａｙといったところのポイントで還元をするべき

なのか、もう少しその公共活動に使えるような形の限定的なポイントとして付与す

るのかと、これもどうやら２通りあるようでございまして、個人的にといいましょ

うか、企画政策課サイドとしては、お買い物に使うというよりも、それがまた地域

内の活動の原資になるような形のポイント付与ができる形がいいのかなと考えてご

ざいます。 

それに対してマイナポイント、先ほど言った、マイキープラットフォームを使っ

たものになりますと、基本は○○Ｐａｙといったところにポイントを付与するとい

う形になりますから、そこは少し考えながら、どちらのほうがよろしいのか。参加

される方からすればお買い物に使えるほうがいいという御意見もあるわけですけれ

ども、やはり施策として１本立てるということになりますと、やはり地域内で循環

できるような、もう少しエリア限定の、ただそれが御発言あったように町内なのか、

例えば県西地域というような少し大きい地域でできるのか、これは他市町の動向も

含めてになりますけれども、そういったところも働きかけをしながら、ぜひ有効活

用できるようなポイントとして１本立ちできるような事業を起こしたいなというふ

うには考えてございます。 

以上です。 

○議長（吉田敏郎） 

１０番、井上議員。 

○１０番（井上慎司） 

開成町の町域を考えると、この狭い開成町の中だけで地域通貨を回して循環して

いくかと考えると、実際厳しいかと思います。立ち上げたところ、形骸化してしま

う可能性が大いにあるのかなと思いますので、もしこの地域通貨のようなシステム

を導入するのであれば、積極的に開成町主導でもいいので、近隣市町に呼びかけを

して広域での取組という方向で考えていただけたらなと思います。 

開成町同様に、自治体マイナポイントの導入に関しては近隣自治体でもおそらく

は様子を見ているのではないのかなと思っているところなので、この自治体マイナ

ポイント導入の前段階としての練習ではないのですけど、そういった形で地域通貨

というものを使っていって、自治体マイナポイントを導入した暁にはそのポイント

を移行するということも可能かと思います。そういったことも踏まえて、今後自治

体マイナポイントを全国的に普及していくと思っておりますので、今のうちからで

きる取組をしていって、そういう取組を進める中で、デジタル弱者と言われる方た

ちも、デジタルポイント、デジタル通貨というものに慣れていっていだけたらなと

思っているところであります。 

この自治体マイナポイントについてちょっといろいろ調べてる中で、自治体マイ
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ナポイント事業そのものの調査研究、そういったものはマイナンバーカードの発行

事務の業務とは違って、デジタル化そのものの事業だと思っております。なので、

この事業を今後所管していくところが、総務課のデジタル行政推進班が妥当ではな

いのかなと思うところがありますが、今後も企画政策課で所管をし続けていくので

しょうか。これが総合窓口課と企画政策課は、実際マイナンバーカードの受付事務

で大分手一杯になっているところがあるのではないかと思います。デジタル推進に

ついて調査研究を進めていく中では、デジタル推進班が所管していくのがいいのか

なと思うのですが、この辺りどういったお考えでしょうか。 

○議長（吉田敏郎） 

参事兼企画政策課長。 

○参事兼企画政策課長（田中栄之） 

お答えさせていただきたいと思います。 

所管の課がどこであろうとも、この事業を推進するという点は変わらないという

ことを先にお話し申し上げた上で、になります。 

総務省から示されている自治体マイナポイント事業に関しての自治体の役割とい

いますか、これを見ますと、一番最初に出てくるのは、ポイント給付施策の企画立

案という仕事になってございます。こういうところから考えますと、やはり企画政

策課においては、各庁内の各課の業務というのを一定程度把握ができてございます

ので、仮にその担当課からいい提案がなかった場合にでも、どこどこ課のこういう

事業をこういうものを当てられるのではないのというような形の中で、サジェスチ

ョンすることも可能かなと考えてございますので、基本的な考え方とすれば企画政

策課でよろしいと思います。 

いわゆる行政外でのデジタル化という部分については、これは御発言のとおり、

総務課のほうで昨日も御質問ございましたけれども進めてまいるということで、現

時点では仕事のほうを区分けをしてございまして、とはいえ全く無関係ではござい

ませんから、当然横の連携をしながら進めてまいると考えております。 

以上です。 

○議長（吉田敏郎） 

１０番、井上議員。 

○１０番（井上慎司） 

地域通貨にしましても、自治体マイナポイントにしましても、本当に町内、横断

的な様々な事業に関わるものだと思いますので、特定の課が囲い込むことのないよ

うに様々な課の中で積極的な創意工夫の取組がなされるような発信の仕方、検討の

仕方を進めていただきたいと思っております。 

この自治体マイナポイントを導入したときのメリットについてなのですが、申請、

受付、審査、給付などの様々な事務をオンラインで可能とすることによる行政や住

民の手続負担の軽減と迅速な給付の実現、またマイナンバーカード本人確認機能を

活用した正確で重複のない給付が可能となります。利用用途や期間の設定を通じた
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施策目的の効果的な実現、民間キャッシュレス決済サービス業者との連携による使

いやすい形での給付の実現、そういったものが挙げられます。自治体マイナポイン

トをすぐに導入できなくても、デジタル通貨から始めた取組をマイナンバーカード

の自治体マイナポイントへ移行していくことが今現時点では最善の策なのかなと思

っているところでもあります。 

また、図書室の利用者カードの一体化などもしていくと町民の利便性は上がって

いくのかなと思っているところです。さきの同僚議員の一般質問でも、ボランティ

アポイントを図書にという話もありましたが、こういったものも簡単にできる取組

になっていくのかなとも思います。 

健康ポイントなどをクラウド化することに併せて、様々な町民の公益的活動の支

援と地域の消費拡大につなげることも可能となります。 

各課にまたがる横断的な事業になるため、今後も情報収集に留意して、前向きな

検討をしていただきたいと思っておりますが、最後に町長からこの件に関して、コ

メントあればいただきたいと思います。 

○議長（吉田敏郎） 

町長。 

○町長（府川裕一） 

この件は将来的にはもうすごく広がっていくと思います。やはりまだ今の段階だ

と普及率が半分、この普及率をまず上げて、それによって様々、この中に複合的に

様々な活用ができるわけですから、その活用をできるように、今から言われている

ように準備はしておくっていうのは必要だと思いますけれども、今の段階ではなか

なかまだ難しいのかなという。 

昔、地域通貨も検討したことがあったのですけど、なかなかそのときはまだデジ

タル化のところまでいっていませんでしたけど、なかなか難しかったのかなという

のはありますけど、これからは、これが普及すれば、幾らでも知恵を出し合えば、

それぞれの自治体のいいところがどんどん発揮できると。今、これから自治体の競

争というのはそういうところにもつながっていくと思いますので、そういう意味で

は、先進的なものをどんどん研究しながら、いつでもできる体制は準備をしていく

ということが必要だと思っています。 

以上です。 

○議長（吉田敏郎） 

１０番、井上議員。 

○１０番（井上慎司） 

町長、御答弁ありがとうございます。本当にそのとおりだと思っております。こ

れから若い方の移住、定住、開成町どんどん進んでいくと思います。そういった方々

の視点からすれば、いろいろなことがスマートフォン１つで片づいていくというの

が当たり前の社会になっていくのだと思っておりますので、そういった中でもデジ

タル弱者の皆さんが置いてけぼりになることがないように、きめ細やかな対応をし
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ながら、今後の調査研究に努めていただきたいと思います。 

これをもちまして私の一般質問を終了させていただきます。 

○議長（吉田敏郎） 

これで１０番、井上慎司議員の一般質問を終了といたします。 

暫時休憩といたします。再開を９時５０分とします。 

午前９時３３分 

○議長（吉田敏郎） 

再開いたします。 

午前９時５０分 

○議長（吉田敏郎） 

引き続き一般質問を行います。 

８番、山本研一議員、どうぞ。 

○８番（山本研一） 

おはようございます。８番、山本研一です。通告に基づき、どうなった？答弁の

その後、について質問します。 

年間４回の議会定例会でこれまで様々な一般質問を行い、それに対し多くの場合、

町からは前向きな答弁がありました。 

一般質問に当たり、私はできるだけ多くの町民の皆さんの御意見や要望を聞き、

また自治会活動や地域の協働などに関しては、自治会役員の方々と意見交換を行う

など、より住みやすい未来の開成町を目指し、町民の日常生活の向上につながる取

組を心がけてきました。 

それらの質問に対し、町の答弁内容はすぐに対応ができるもの、検討を要するも

の、調査研究の必要があるものなど様々であり、すぐに実施され、日常生活におけ

る利便性や町民福祉の向上が図られた事案がある一方で、いまだ実施されたという、

実感に至らない場合もあります。 

そこで町議会議員の任期終盤を迎えるに当たり、自治体などの地域活動や町民の

日常生活に関わりの深い内容について、町からの答弁がその後現在までにどのよう

に検討し、取り組まれてきたのか、進捗状況について質問します。 

１つ、地域の特徴を考慮した自治会活動の支援は。 

２つ、農業従事者の高齢化が進む中、堰の管理など地域活動に対する町の支援は。 

３つ、新庁舎の維持管理や、施設の利活用など運用は。 

以上です。よろしくお願いします。 

○議長（吉田敏郎） 

町長。 

○町長（府川裕一） 

山本議員の１つ目の、地域の特徴を考慮した自治会活動の支援、についてお答え

をいたします。 

コロナ禍以前は、各自治会の総会、夏祭り、文化祭など、様々な活動の現場に顔
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を出しておりました。そして地域の方々と会話する中で、地域が抱える課題につい

てお話を伺う機会がありました。 

その際には、自分が気づいたことや、他の自治会の事例など、お話をさせていた

だき、参考にしていただきたい。としております。 

現在はそして年４回開催される自治会長会議の場でそれぞれの取組について伺う

とともに、意見交換会を行うことで課題解決の糸口を見出すようにしております。 

また、担当課においては、近隣市町をはじめ、先進的な取組等について情報収集

を行い、課題解決につながる情報を提供しております。 

日常的な支援としては、週二、三件程度寄せられる自治会からの相談に個別対応

をしております。 

また、転入時に、自治会加入の案内をする際に、各自治会が作成したチラシを使

って、それぞれの地域の特徴を伝えながら、加入促進に努めております。 

今後も自治会の支援に当たっては、画一的になることなく、地域の実情に合った

支援をしてまいります。 

次に２つ目の農業従事者の高齢者化が進む中、堰の管理など地域活動に対する町

の支援策は、についてお答えをいたします。 

開成町内にある水路の堰の管理については、農業用水路として利用する農業従事

者の方や生活用水としての利用のための関係地域の住民の方が管理を行っておりま

す。農業従事者や地域住民から、直接堰の維持や管理に対する相談、要望が開成町

の関係課、開成町農業委員会や酒匂川右岸土地改良区に寄せられております。 

自治会からは、毎年実施している自治会要望において、各自治会から水路の補修、

しゅんせつ等、様々な要望の中で、堰の維持や管理に対する要望があります。 

寄せられた相談や要望内容により、町は関係する団体と協力して、水路の水を利

用する農業従事者や地域住民等と調整を行うなど、解決に向けた支援を行っており

ます。 

また、農業従事者や地域住民でできない施設のハード面は、町が現場を確認し、

緊急性等を判断し、補修工事等を実施しております。 

次に３つ目の御質問、新庁舎の維持管理や施設の利活用などの運用は、について

お答えをいたします。 

新庁舎にかかる経費としては、電気設備、空調設備、衛生設備、消防設備等の保

守点検費及び警備委託費に年約２，９００万円を要しており、長期継続契約にて実

施をしているところであります。 

また各種設備の部品等の交換にかかるランニングコストについては、供用開始の

令和２年度から１０年間で約１億２，０００万円を見込んでおりますが、日常の保

守点検の結果を踏まえ、ランニングコストの経費削減に努めており、令和４年度に

おいては約７００万円の見込みに対して、保守点検の結果を踏まえ、約６１０万円

の予算としたところであります。 

そして、新庁舎については、オール電化ではありますが、その電気使用量の全体
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として、令和２年度は２４万４，４１５キロワットアワー、令和３年度は２５万３，

７３４キロワットアワーで、約３．８％が上昇いたしましたが、令和２年度につい

ては５月から供用しており、通常の年間による運用で比較いたしますと、実質的に

は約１．２％の上昇と考えております。 

この上昇の要因といたしましては、新型コロナウイルス対策としての換気や令和

３年１０月執行の衆議院選挙などにより、電気使用量全体が増加したことによると

考えております。 

またＺＥＢの認証に係る建物の諸エネルギー性能の指標で比較すると、新庁舎は

同程度の建物で、標準的な仕様を採用して建築した場合のエネルギー消費性能に対

して令和２年度は８５．５％の削減、令和３年度は８７．５％を削減することがで

き、省エネルギー性能としての削減率は２％上昇いたしました。 

この削減は、新庁舎における省エネルギーの性能を最大限に発揮できるように、

空調機器等の運用を改善した結果であります。 

次に、新庁舎の利活用については、１階の町民プラザを、これまでに期日前投票

所や税の申告相談会のほか、阿波踊り、オリンピックトーチ、開成南小学校児童作

のジオラマの展示などで活用してまいりましたが、新型コロナウイルス感染症の影

響により、十分な活用ができてないところがあります。 

また広く町民の方に、町民プラザを含めた新庁舎を知っていただく取組として、

先月の環境フェアに合わせて庁舎見学会を開催いたしました。 

このときは町民プラザとあわせて町民センターを会場として開成文化祭やサポセ

ン祭りも同時の開催で、町民プラザを活用して多くの町民の皆様に御利用いただく

ことができました。 

現在、新型コロナウイルス感染症の終息は見えてこない状況ではありますが、社

会活動は正常化が進んでおり、今後もより一層、町民プラザの活用に向けて取り組

んでまいります。 

以上であります。よろしくお願いいたします。 

○議長（吉田敏郎） 

町長、では、許可します。どうぞ。 

○町長（府川裕一） 

年４回自治会長会議と申したようで、年７回の誤りであります。訂正をさせてく

ださい。申し訳ありません。 

○議長（吉田敏郎） 

８番、山本研一議員、どうぞ。 

○８番（山本研一） 

ただいま具体的に答弁がありましたので再質問します。 

地域の特徴を考慮した自治会活動の支援についてですが、町長は常日頃、元気な

まちの原点は、活発な自治会活動だという話をされており、御自分でも自治会長を

経験されて、地域の要となる自治会活動の重要性を述べられてきました。この点に
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ついては私も全くその通りだと思っております。 

しかし、現在の自治会は役員の成り手不足や加入率の減少など、様々な課題も浮

き彫りになり、また本町は新たに移り住まれる方が多く、人口増加の顕著な駅周辺

の南部地域と瀬戸屋敷に代表されるよう、開成町の歴史と伝統を継承して、あじさ

い農道や田園風景の残る北部地域があり、地域によって自治会の活動や課題も多岐

にわたり、それぞれ違った内容であり、地域の特徴に合った自治会活動の支援は本

町において大変重要な課題だと思っております。 

答弁では、町長が行ってきたことを箇条的にお話しいただきましたが、コロナ禍

での停滞は仕方がないとしても、各自治体の行事などに自ら参加され、そこで得た

情報や取組、気づきなどを他の自治会に紹介するということは、地域住民の声を聞

いたり、課題の吸い上げによいことだと思います。 

そうした中、地域による課題の違いがよくお分かりだと思いますが、課題の違い

の顕著な自治会としては、やはり南部と北部があるというふうに感じております。  

町長は自治体や町民の声を聞く中で、南部と北部のそれぞれの一番の課題はどの

ように認識されてますでしょうか。 

○議長（吉田敏郎） 

町長。 

○町長（府川裕一） 

まず、自治会の役員さんの話が今ちょっと出ましたけれども、この件についても

これは北部から南部まで全て共通する課題でありまして、様々その解消に向けてい

ろいろな理事会長さん、ＯＢの方とも意見交換しながら、昨年度ポスティングとい

う、一番配りものが負担が大きいという話があった部分においては改めました、自

治会長さんになって、また様々な充て職で委員になる部分が多かったという部分が

ありますので、それもできるだけ充て職の数を減らし、その部分は有識者という公

募の形に変えて、自治会長さんの負担を減らす。 

様々なこういうことをやりつつ、それでもまだまだ見つからない役員さんの地区

はあるとは思いますけども、町としても地域といろいろ協議をしながらそのような

負担を減らしながら、役員さんをなってもらえるように仕向けてというか、そのよ

うなことに向けてきました。北部と南部の大きな違いというのは、やはり岡野の４

０世帯から、下島の１，０００世帯を超える地域がありますので、それは地域のそ

れぞれの活動の仕方は変わっていてもこれはいいと思っています。さらに大事なの

は、やはり人口が少ない、世帯が少ないところだから、町から自治会への交付をし

ておりますけれども、お金的に。それが今までやはり少ないところが少ないままで

あって、大きいところには大きな金額がいくという、そこのバランスも途中に変え

させていただきました、実は。岡野のほうに、最低少ない世帯であっても最低限の

活動が必要な部分は交付するという、下島のほうの大きいところは少し我慢をして

いただいて、会費等も多くいただけるということも分かっていますので、そういう

ふうなバランスも考えながら、北部と南部の自治会の支援については考えてきてお
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ります。 

そうはいっても、実際、岡野、北部地域を含めて調整区域、農振地域ですけど、

そういうところと市街化の開発してどんどん増える地域というのは、大分見た目に

も違います。 

私もよく岡野、金井島のほうに以前行ったときに話出るのは、やはり自分たちの

土地なのに、なぜ土地利用が自由にできないのだというふうな御意見をいただいて

おります。そうはいっても、なかなか土地の規制がもうなっていますので、そうい

う意味において、北部のほうが固定資産税が安く済んでいますというふうな言い方

で、いろいろ説明はしているのですけど、なかなか難しい課題はあります。そのよ

うな課題があり、丁寧にいろいろな状況に聞かれたときに説明できるかというのは、

すごく大事だと思っています。 

一部、今度はみなみ地区が新しくできまして、全く新しい人たちの自治会を立ち

上げると。大変な御苦労があって、今、でき上がって、加入率も結構高いほうだと

思います。自治会のやり方がやはりここは若い世代の人たちが多いので、スマホを

使って情報のやり取りをするなり、今までと違う自治会の広報含めて、やり取りが

進んでいる部分あります。そういう情報をやはり地域の自治会の中でいろいろ情報

発信をしながら、できるところは取り入れている部分あるというふうな中で、これ

年７回の自治会長会議の中で今はそうした情報交換ができるようになっております

ので、北部、南部の違いという言い方は以前にも言われたことありますけれども、

できるだけその辺のバランスを取りながら、これからもやっていく必要があるとい

うふうに考えています。 

以上です。 

○議長（吉田敏郎） 

８番、山本議員。 

○８番（山本研一） 

北部と南部、できるだけバランスを取るような方法でやってこられたということ

と、自治会の役員の方の負担の軽減ということも、現実的に配布物等で表れていま

すので、そういった面は自治会も評価しているのではないかと思います。 

私が思っている、北部と南部の大きな違いは、やはり北部は高齢化が進み、なか

なか新しい人が入る余地がないという状況の中で、後継者問題がかなりあるのかな

と。 

もう１つは、今の町長の答弁の中でみなみ地区、新しくできた自治会のほうは割

と加入率がいいというような話もありましたけれど、下島なんかを見るとやはりか

なり低い状況にあって、南部はどちらかというと、アパートなどが多いせいもある

かもしれませんけども、加入率が低いという問題で、共助がなかなかうまく回らな

いというような、そういう課題もあるのではないかと思います。この辺について町

長、いかがに考えておられますか。 

○議長（吉田敏郎） 
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町長。 

○町長（府川裕一） 

確かに下島の加入率を見ると、そのような傾向ありますけども、新たにできたみ

なみ地区だと、また新しくできた割には加入率、ここはまた、地域の自治会活動の

内容も活発化して、それぞれの多分どの地域にも、それぞれのよさを持った人たち

がたくさんいられるのですけど、なかなか見つけ出しにくいっていうところが課題

だと思います。そういう人たちを、いかに地域の人たちが見つけて、その地域の活

動の中に取り込んで、その人たちの力を借りてやっていけば、もっともっと様々な

新しい知恵、アイディアが出てくる。それが１つの源としてみなみ地区は私はある

のかなというふうに思いますので、岡野、金井島は、人の流入が少ないという部分、

確かにあるのですけれども、その中で反対に、よさとしては、例えば消防団の第１

分団は、岡野、金井島の部分において、必ず１００％定員に達しているという。地

域の中で、それぞれ分団員をちゃんと見つける仕組みというか、その辺のよさがあ

るわけですから、そういういいところはいいところできちんと伸ばして、足りない

部分はほかの地区が見習って、どうしたらそのような仕組みできていくのかという

ふうなやり取りの中でやっていけば、それぞれなかなか全部課題が解決しにくい部

分ありますけれども、そういう情報共有をきちんとすることがすごく大事なことだ

と思っています。 

○議長（吉田敏郎） 

８番、山本議員。 

○８番（山本研一） 

答弁の中に、現在は自治会長会議、年７回とおっしゃっていましたけども、意見

交換を行い、課題解決の糸口を見出しているという答弁でした。 

何人かの自治会長さんに伺いましたけども、確かにそういう場があって、町長も

参加されて、そういう話合いもしているようですけども、ただなかなか解決に至っ

たという満足感を得ているという状況じゃなかったというのが私の印象でした。 

そういう中で、今の答弁聞いていてもそうなんですけど、本当になるほどなとは

思うのですけれども、なかなか実態につながらないというのがやはり現状ではない

かと思いますし、自治会長、自治会の役員の方が考えている実感だというふうに思

います。 

そこで最近の自治会特有の問題、自治会長会議で出された最近の自治会特有の課

題で、何か糸口を見出して解決されたような内容があれば、その具体例としてお聞

かせいただきたいと思うのですけども、いかがでしょうか。 

○議長（吉田敏郎） 

参事兼企画政策課長。 

○参事兼企画政策課長（田中栄之） 

詳細の話ですので私のほうからお話をさせていただきたいと思います。 

直近で申し上げますと、実はある地区、当然地域ですから隣接する地域がござい
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ます。そこでいわゆる稲刈りが終わった後、もみ殻を焼くという、開成町では古く

から割と見かける光景ではあるんですが、やはり新しく住まわれた方からすると大

変それが不満があるということで、その地域の自治会長さんが自治会長会議の中で

その話題を投げられました。 

これちょっと難しい話で、条例的には農家の方がもみ殻を燃やすというのは基本

的には、ある程度までは許されている部分があるんだという話はしたわけですけれ

ども、それでもやっぱり困っているよというお話の中で、自治会長さん同士でお話

をされて、その隣接する自治会長さんがそのもみ殻を燃やしている方のところに直

接行っていただきまして、こういうことで周りの方が困っているんだよというお話

をしたところ、大分改善されてきて、もみ殻をすき込んでいくような形の中で処理

できるじゃないかということで、そこら辺がちょっと２回の自治会長会議の中で問

題提起と解決と２つお話がございまして、こういうお話ができるということが大変

この会議すばらしいなと思いましたし、そういう場合我々があえて仲立ちをしなく

てもそういう場を提供することで自治会長さん同士がそういう形で接点を設けてい

ただいて、課題解決をしたということで、これもかなり直近の数週間前のお話です

けれども成功した例もございますので、大小細かい部分で夏祭りのものの貸し借り

だと、過去に行われたりしておりましたけれども、そういった形で間接的、あるい

は直接的に我々も取り持つような形で、皆様の活動がうまくいきますようにこれか

らも御協力といいましょうか、一緒にやってまいりたいというふうに考えてござい

ます。 

○議長（吉田敏郎） 

８番、山本議員。 

○８番（山本研一） 

大変いい話というか、地域の中の連携ということではよかったなと思います。や

はり自治会長さんの一番の悩みというか、要望、意見というのは年１回の自治会要

望なんかでも出てくるわけでして、私も過去の一般質問の中で、自治会要望につい

ても伺ったことがありますけども、できないものはどうしてできないのだとか、い

つやりますよというのは、明確にお答えをしていただいて、自治会長が何かそこで

挫折しちゃうような感じにならないように、ぜひ今後ともそういう面で言えば、自

治会の意向なり、要望は大切にしながら、もちろんできないことはできないでいい

と思いますけども、よく説明をしていただいて、とにかく前向きに今のお話のとお

り、自治会長が積極的にいろいろな活動ができるような土壌をぜひ町としてつくっ

ていただければと思いますので、そういう面でお願いしたいと思います。 

１つ、画一的な支援でなく、地域の実情に合った支援を用意しているという答弁

もあったわけですけども、画一的でない支援、個別の支援というのは具体的に言う

とどんな内容でしょうか。 

○議長（吉田敏郎） 

参事兼企画政策課長。 
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○参事兼企画政策課長（田中栄之） 

私のほうからお答えをさせていただきたいと思います。 

先ほど議員御発言ありましたように、やはり地域の課題の違いというのがござい

まして、先ほどで言うと、いわゆる北部と南部というお話で申し上げますと、簡単

に言うと北部というのは世帯数が少なくて、いわゆる役員の成り手がない。先ほど

後継者というお話しされました。一方で、みなみ地区をはじめとします南部地域に

なると、世帯数はあるのですけれども、いわゆるどういった方がいるのかが分から

ないんだと、こういうようなお話がありまして、今、みなみ地区では、実はそれぞ

れの世帯の中、カードを作っておりまして、例えばこういう分野得意ですよ、です

とか、こういうスポーツできますよというような１つカードを作られまして、直近

の話題ですと、みなみ地区さんは、この町内駅伝、来週ですかね。ここからもう既

に自治会としてチームを作ると。どうやってチームを作ったのかと聞きましたら、

やはりそういうカードを作っていて、各世帯にどういう人がいるのか把握してるん

だという話をお伺いしました。こういう話はいいお話なのですけど、じゃあ全ての

地域にこれをやりなさいとか、これはいいですよというふうに我々はお伝えはしま

せん。これが画一的ではないという１つのやり方。いわゆる北部であれば、そんな

こと言われなくても分かってるよという話になるのでしょうから。そういった形の

中での御対応であるとか、やはりそれぞれ地域ごと抱えている課題が違いますから、

答弁にもありましたように、今でも週二、三件程度、大きいものから小さいものま

で、最近ですと例えば、どんど焼きついてどうなのみたいなお話ですとか、ほぼ毎

日のように御相談ございますから。本当に聞く耳を持つといいましょうか、親身に

なって聞くと。私どもの担当職員をはじめ、しっかりと課全体で捉えるようにして

ございますので、おおむね各自治会長さんからは、相談に乗ってくれてありがたい

なというような御意見を頂戴してますので、こういったところをぜひ今後もしっか

りと取り組んでまいりたいというふうに考えてございます。 

以上です。 

○議長（吉田敏郎） 

８番、山本議員。 

○８番（山本研一） 

ありがとうございました。ぜひ今の話聞くと、どうも本当にうまくいってるよう

な感じがしますけども、実態がどうかというのも、もう少し調べてみたいと思いま

すが、ぜひ今の話はもう全くそのとおりだと思いますので、よろしくお願いしたい

と思います。 

それでは次に農業従事者の関係の話をさせていただきたいと思いますけども、自

治会からは自治会要望で、水路の補修、しゅんせつなどの様々な要望があるという

ことで最近では、堰に関して出された要望を町が対応して、修繕や改善工事などを

実施した例があればお聞かせいただきたいと思うんですけども。 

○議長（吉田敏郎） 
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産業振興課長。 

○産業振興課長（熊澤勝己） 

農業用水の関係の堰の関係ですので、私のほうからお答えします。 

修繕等ではないのですけども、堰の関係で御相談あったというところでは、１点、

昨年ですけども、下島のほうで堰を管理されてる方が高齢化ということで、なかな

かもうできないよということを、農業委員会を通じて相談がありました。後継者、

ほかの方が、できる方がいらっしゃらないかというような相談がありまして、そち

らの方につきましては、地元の農業委員さんと産業振興課で、下流域で耕作をして

いる人等にお話をさせていただく、また、その方の耕作地も、次の方が耕作をして

いるという中でお話合いをさせていただいて、堰の管理を誰がやるかというところ

の、継続的なものの話合いをして、解決をしているという実例があります。 

ちょっと修繕等につきましては、産業振興課では実例はありませんけども、そう

いう形の中で、堰のほうの関係で御相談があった内容の対応をしております。 

以上です。 

○議長（吉田敏郎） 

８番、山本議員。 

○８番（山本研一） 

なぜちょっと具体例を伺ったかというと、答弁の終わりに、農業従事者や地域住

民ではできない、施設のハード面は町が現場を確認して、緊急性等を判断して補修

工事を実施しているという答弁がありました。話を聞くと、もっともらしいことな

のですけども、私はちょっと心配したのは、多くの要望が、緊急性がないというこ

とで行われていないのではないか。もし緊急性がないと判断されたならば、どうし

て緊急性がなくて、どうすればその地域の人が安心に堰の管理ができるか、こうい

うことはやはり町のほうでしっかり話をしてもらいたいし、調整をしてもらって、

できる限り町でもやれることについてはやってほしいなという思いで聞いたのです

けども、その辺のお考えはいかがですか。 

○議長（吉田敏郎） 

街づくり推進課長。 

○街づくり推進課長（柏木克紀） 

街づくり推進課、柏木です。 

ただいまの議員の御質問にお答えをさせていただきたいと思います。 

当然ながら、堰等につきまして、この頃の大雨に関して、溢水をするというとこ

ろの状況等もあるかと思います。町民の方の安心・安全には、しっかりと対応して

いくことが基本だとは思っておりますが、やはり水門等を水路についても、順位を

つけながら定期的に改修をしていきたいと考えておりますので、その部分も含めな

がら御回答をさせていただいてると考えております。 

以上です。 

○議長（吉田敏郎） 
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８番、山本議員。 

○８番（山本研一） 

今回、こういう質問をさせていただくに当たって、町内の堰を何箇所か見て回っ

たのですけども、そのときに目についたのは、堰のそばにある水路のひどい繁茂状

態の草の繁茂でした。きれいなまちづくりというのは、こうした水路などの草も、

しっかり刈ってあって、きれいな水が流れている。こういう状態ではないかと思い

ます。 

クリーンデーとか、地域のボランティアの方々も大変協力的によく努力を、地域

をきれいにしようという努力をしてくれてると思いますけども、地域ではできない

ような、地域でやることに限界もあると思います。町でもその辺はしっかり予算を

確保して実施することが必要だと思いますけども、町長いかがでしょうか。 

○議長（吉田敏郎） 

町長。 

○町長（府川裕一） 

クリーンデーで、本当に地域の皆さんが様々な河川も含めて、清掃活動、草刈り

をやっていただいている部分あります。そういった中で、先日も来年度予算の関係

で、現場を見させていただきました。宮台のところでしたけれども、これはしゅん

せつして、草がもう本当に背丈ぐらいあるような水路がありました。これはさすが

に地域の人にお願いするのは無理だなというので、来年度予算化はきちんとしてお

ります。 

一つ一つ現場を見ながら、やはりできることできないことがありますので、そう

いう点については、きちんと町の責任として、地域の人に全部お願いするわけでは

なくて、やれることはきちんと予算化しながらやっていくというふうな形にこれか

らも考えていきたいと思ってます。 

以上です。 

○議長（吉田敏郎） 

８番、山本議員。 

○８番（山本研一） 

今、いみじくも宮台のそういうところを御覧になったと言っていましたけど、多

分担当課はあちこち回って、実情をよくつかんでおられると思います。そうしたと

ころから出てきた予算については、限られた予算でいろいろ大変だとは思いますけ

ど、やはりきれいなまちづくりの一環、あるいは安全・安心にも関わることなので、

現場からの声はしっかり聞いていただいて、対応いただけるような予算編成をぜひ

お願いしたいと思います。よろしいでしょうか。それは。ありがとうございます。 

では次に新庁舎の維持管理や施設の利活用等について伺います。この質問につい

ては、昨日、同僚議員がされた内容に共通していますので、既に回答されてるもの

についてはダブらないように気をつけたいと思いますけども。 

新庁舎にかかる費用については、数字でいろいろお示しをいただきまして、よく
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分かりました。保守点検なども計画的に対応されているということで、ＺＥＢ認証

を受けて、省エネに関しては、大幅なエネルギーの削減ができたということも世界

の中で地球温暖化防止、脱炭素に取り組んでいる中で、大変よいことだと思います。

しかし、昨日の同僚議員の質問の中で省エネをこれだけやっても、維持費が従来の

３倍という話がありましたけども、この状況を町長はどのように考えて、３倍とい

うのは想定内だったのでしょうか。ちょっと見解をお聞かせいただきたいと思いま

す。 

○議長（吉田敏郎） 

町長。 

○町長（府川裕一） 

以前と比較されてもちょっと困る部分は、規模がまず延べ床面積も含めて違うと

いうこともありますので、単純に、以前は旧庁舎のときは、この程度のエネルギー

とか、維持管理でしたけども、今回は増えたというふうな形では、ちょっと誤解が

生じると思うのですけども、やはりそれなりの規模になる部分においては、維持管

理も含めて、さらに含めて長期的な視点で考えると、造るときに１００年建築とい

う話をさせていましたけども、維持管理を定期的にきちんとやっていかないと、長

期的に使用することはなかなか難しいと思うので、そういうのも含めてきちんと定

期的に維持管理に予算を組んで、これを長く使えるような施設という考え方の中で

設計をしておりますし、その中の金額だと認識をしております。 

以上です。 

○議長（吉田敏郎） 

８番、山本議員。 

○８番（山本研一） 

今、答弁の中にも規模が大きくなったという話もありましたけども、新庁舎が開

庁したにもかかわらず、コロナの感染拡大でなかなか町民の方が新庁舎に来る機会

がなかったという状況が当初ありました。 

しかし、現在は政府の方針もあって、感染対策はしっかり行いながら、ウィズコ

ロナということで、経済活動や、日常活動をできるだけ元に戻していこうという動

きの中、町民の皆さんも新庁舎に、この間、イベントもあったりして来る機会が増

えたと思います。 

そのような中で、多くの方から聞こえてくるのが、何であんなだだっ広いフロア

が必要なのか、無駄だし、受付に行くのが遠くて大変だっていう声が、いろいろな

ところから聞こえてきました。多くの町民の中での声ですので、町長の耳にも入っ

ていると思いますけども、そこで同僚議員の質問でも、コロナの感染拡大で、当初、

町長が考えているとおりに運用ができないということもあるかもしれませんけども、

そもそも町民プラザというスペースは、休日を中心に活用を想定していたのか、そ

うだとすると、使用頻度が限られた、稼働率の低いスペースということになります

し、平日も活用となれば、その奥で職員の方が仕事をしているわけで、あるいはカ
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ウンターで町民の方が相談している、背中越しに集いが行われているという、大変

落ち着かないような状況が想定されるわけですけども、そもそもあの町民プラザは

町長はどのような有効活用しようということでお考えになったのか、お聞かせいた

だきたいと思います。 

○議長（吉田敏郎） 

町長。 

○町長（府川裕一） 

やはり以前の役場庁舎は相当狭く、ぎゅうぎゅう詰めの中でやっていたという、

これは誰もが認めていただけると思うのですけども、それがあれだけ広くなったと

いうことで、一部無駄だという声は私も聞いておりますけれども、そうではなくて、

もっとやはり場所的にも、開成町の中心にある新しい役場が、皆さんが北部の人も

南部の人も、それぞれ役場を中心として交流をしていただける拠点となるような役

場という意味も含めて町民プラザをゆったりと、そこに様々な憩いの場としてもい

られる場所でもあるし、様々な扱いができるようなイベント、土日だけを考えては

造っていない、平日から言っておられるとおり、役場に来ていただいて過ごしてい

ただく場所という認識の中で町民プラザは、あのスペースを設計させていただきま

した。 

以上です。 

○議長（吉田敏郎） 

８番、山本議員。 

○８番（山本研一） 

町長のお考えはよく分かりましたけども、奥で職員の方が一生懸命仕事されてい

る、その手前で町民の人が集ったり、話をしたりというのが本当に現実的なものか

なというのはちょっといろいろな声がありますので、その辺については私もどうか

なと思いますけども。とにかくできてしまったものはもう有効活用するしかないと

思うので、ぜひ昨日の同僚議員の質問にもありましたように、有効活用を一生懸命

考えていただいて、できた施設が有効に活用できるよう、ぜひお願いしたいと思い

ます。 

一般質問における答弁、町の回答は、私に限らず、質問や要望に前向きに対応す

るという内容が多く、中長期的に検討しなければならない内容を除き多くの質問者

は答弁に理解を示しているわけです。 

しかし、何年か経って、その状況を確認すると、必ずしも答弁どおりになってい

ないこともあり、今回の質問もそういう思いでさせていただきました。  

答弁で、町長がやるという回答をしたり、前向きな方向を示されたことは確実に

行うことがリーダーの役割だと私は認識しております。 

町長は既に任期満了で退任の意思を示されていますが、昨日の答弁でも、あと５

か月ありますという発言もされております。残り５か月間、私の発言に限らず、町

民の意見や要望に町長が答弁された内容で、成果のまだ十分表れてない事象につい
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ては、忙しい役場の職員に指示するのではなく自ら年度末を迎え、ますます忙しく

なる役場の職員に指示するのではなく、町長自ら全力で取り組んでいただくよう期

待し、お願いして私の質問を終わります。 

以上です。 

○議長（吉田敏郎） 

これで８番、山本研一議員の一般質問を終了といたします。 

暫時休憩といたします。再開を１０時４５分とします。 

午前１０時２９分 

○議長（吉田敏郎） 

再開します。 

午前１０時４５分 

○議長（吉田敏郎） 

日程第２ 南足柄市外二ケ町組合議会議員の選挙を行います。 

お諮りします。選挙の方法につきましては、地方自治法第１１８条第２項の規定

により指名推選で行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

 （「異議なし」という者多数） 

○議長（吉田敏郎） 

御異議なしと認めます。よって、選挙の方法は指名推選で行うことに決定しまし

た。 

お諮りします。指名の方法については、議長が指名することにしたいと思います

けれども、御異議ございませんか。 

 （「異議なし」という者多数） 

○議長（吉田敏郎） 

御異議なしと認め、議長が指名することに決定いたしました。 

南足柄市外二ケ町組合議会議員に遠藤保さん、星野俊幸さん、井上茂也さん、辻

村昌美さんを指名いたします。 

お諮りします。ただいま議長が指名した遠藤保さん、星野俊幸さん、井上茂也さ

ん、辻村昌美さんを南足柄市外二ケ町組合議会議員の当選人と定めることに御異議

ございませんか。 

（「異議なし」という者多数） 

○議長（吉田敏郎） 

御異議なしと認め、遠藤保さん、星野俊幸さん、井上茂也さん、辻村昌美さんが

南足柄市外二ケ町組合議会議員に当選されました。 

日程第３ 南足柄市外四ケ市町組合議会議員の選挙を行います。 

お諮りします。選挙の方法につきましては、地方自治法第１１８条第２項の規定

により指名推選で行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

 （「異議なし」という者多数） 

○議長（吉田敏郎） 
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御異議なしと認めます。よって、選挙の方法は指名推選で行うことに決定しまし

た。 

お諮りします。指名の方法については、議長が指名することにしたいと思います

が、御異議ございませんか。 

 （「異議なし」という者多数） 

○議長（吉田敏郎） 

御異議なしと認め、議長が指名することに決定いたしました。 

南足柄市外四ケ市町組合議会議員に、杉山博さんを指名いたします。 

お諮りします。ただいま議長が指名した杉山博さんを南足柄市外四ケ市町組合議

会議員の当選人と定めることに御異議ございませんか。 

（「異議なし」という者多数） 

○議長（吉田敏郎） 

御異議なしと認め、杉山博さんが南足柄市外四ケ市町組合議会議員に当選されま

した。 

日程第４ 同意第４号 教育委員会委員の任命についてを議題とします。 

議案の説明を町長に求めます。 

町長。 

○町長（府川裕一） 

教育委員会委員のうち、一人の任期が令和４年１２月２０日をもって満了となる

ため、引き続き同人を再任したいので提案いたします。 

今回、３期目として引き続き任命したい村岡謙治さんは、高潔な人柄はもとより、

教職員として長年にわたり教科指導や教育指導に携わり、豊富な経験と教育への強

い意欲をお持ちです。また、在職中は南足柄市教育委員会において教育部総務指導

課長兼指導主事を歴任しており、教育行政にも通じております。教育委員会会議等

の場面では、御自身の知識、経験を踏まえた視点から的確な御発言をいただくこと

など、教育委員会委員として適任と考え再任をお願いするものです。任期は、令和

８年１２月２０日までの４年です。 

参考までに略歴を添付しておりますので、御参照ください。よろしくお願いいた

します。 

○議長（吉田敏郎） 

説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑をどうぞ。ございませんか。 

 （「なし」という者多数） 

○議長（吉田敏郎） 

ないようですので、続いて討論を行います。討論のある方、いらっしゃいますか。 

 （「なし」という者多数） 

○議長（吉田敏郎） 

討論がないようですので、採決を行います。 

同意第４号 教育委員会委員の任命について、原案に賛成の方は賛成ボタンを、反
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対の方は反対ボタンを押してください。押し忘れは、ございませんですね。それでは、

採決を締め切ります。 

 （賛 成 全 員） 

○議長（吉田敏郎） 

採決の結果、賛成全員によって同意しました。 

日程第５ 同意第５号 監査委員の選任についてを議題とします。 

議案の説明を町長に求めます。 

町長。 

○町長（府川裕一） 

提案理由。見識を有する者のうちから選任されている監査委員の任期が令和５年

２月２０日をもって満了になるため、引き続き同人を再任したいので提案いたしま

す。 

なお、今回、２期目として再任したい田中章さんは、人格も高潔で地方公共団体

の財務や事業関係について精通され、行政運営に関し優れた見識をお持ちでありま

す。また、社会福祉事業団や医療法人の監事をお務めになられていることから会計

部門にも精通されており、監査委員に適任と考えますので再任をお願いするもので

す。なお、任期は令和９年２月２０日までの４年です。 

参考までに略歴を添付しておりますので、御参照ください。よろしくお願いいた

します。 

○議長（吉田敏郎） 

説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑をどうぞ。ございませんか。 

 （「なし」という者多数） 

○議長（吉田敏郎） 

ないようですので、続いて討論を行います。討論のある方、いらっしゃいますか。 

 （「なし」という者多数） 

○議長（吉田敏郎） 

討論がないようですので、採決を行います。 

同意第５号 監査委員の選任について、原案に賛成の方は賛成ボタンを、反対の方

は反対ボタンを押してください。ボタンの押し忘れは、ございませんですね。それで

は、採決を締め切ります。 

 （賛 成 全 員） 

○議長（吉田敏郎） 

採決の結果、賛成全員によって同意しました。 

日程第６ 諮問第２号 人権擁護委員候補の推薦につき意見を求めることについ

てを議題とします。 

議案の説明を町長に求めます。 

町長。 

○町長（府川裕一） 
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提案理由。人権擁護委員のうち、一人の任期が令和５年３月３１日をもって満了

となるため、その後任者として引き続き同人を法務大臣へ推薦したいので、議会の

意見を求めます。 

なお、今回、推薦したい小野弘之さんは、令和２年から人権擁護委員として人権

啓発活動や相談活動等に従事されております。また、中学校教諭としても勤務され、

社会の実情に通じ、教育者として中立・公平さを兼ね備えておられ、熱意を持った

積極的な活動を実践されてきました。子育てや教育の人権問題にも関心があり、人

格、識見も高く、再任が適切と考え提案するものです。任期は、令和８年３月３１

日までの３年間です。 

参考までに略歴を添付しておりますので、御参照ください。よろしくお願いいた

します。 

○議長（吉田敏郎） 

説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑をどうぞ。ございませんか。 

 （「なし」という者多数） 

○議長（吉田敏郎） 

ないようですので、続いて討論を行います。討論のある方、いらっしゃいますか。 

 （「なし」という者多数） 

○議長（吉田敏郎） 

討論がないようですので、採決を行います。 

諮問第２号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて、原案に

賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを押してください。ボタンの押し忘

れは、ございませんですね。それでは、採決を締め切ります。 

 （賛 成 全 員） 

○議長（吉田敏郎） 

採決の結果、賛成全員によって推薦者を適任と認めることに決定いたしました。 

日程第７ 議案第４９号 開成町まち・ひと・しごと創生基金条例を制定すること

についてを議題とします。 

提案理由を町長に求めます。 

町長。 

○町長（府川裕一） 

提案理由。まち・ひと・しごと創生法第１０条に規定する市町村まち・ひと・し

ごと創生総合戦略に係る施策に要する経費の財源として、資金を積み立て、適正に

管理し、及び運用するため基金を設置したいので、開成町まち・ひと・しごと創生

基金条例の制定を提案いたします。よろしくお願いいたします。 

○議長（吉田敏郎） 

細部説明を担当課長に求めます。 

参事兼企画政策課長。 

○参事兼企画政策課長（田中栄之） 
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それでは、条例案の御説明に先立ちまして、条例制定の背景等について御説明を

させていただきたいと思います。 

２０１６年、平成２８年に地方創生応援税制、いわゆる企業版ふるさと納税制度

が創設をされてございます。これは、国が認定しました地方公共団体の地方創生の

取組に対し企業が寄附を行った場合に、法人関係税から税額控除をする制度でござ

います。また、２０２０年、令和２年の税制改正により、寄附額の税額軽減が約９

割に増加をしたことから、その市場規模は拡大をしているところでございます。 

開成町においては、当該寄附を受け入れるための地域再生計画が令和４年３月に

認定をされてございます。そこで、地方創生の取組の原資として当該制度を最大限

かつ計画的に活用するため、基金を設置するものでございます。 

それでは、条例案の御説明をさせていただきます。 

開成町条例第 号。 

開成町まち・ひと・しごと創生基金条例。 

第１条、設置の目的でございます。市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略を着

実かつ円滑に推進するための基金設置を規定するものとなっております。 

第２条、積立てでございます。基金に積み立てる金額につきましては、一般会計

の歳入歳出予算に定める額とする旨の規定でございます。 

第３条、管理でございます。本条例の目的を踏まえ寄附金を適正に管理するため、

基金に属する現金を最も確実で有利な方法で保管すること、あるいは必要に応じて

有価証券に代えることができる規定でございます。 

第４条、運用益金の処理でございます。基金から生ずる収益についての規定でご

ざいます。基金運用収益は一般会計に計上し、基金に繰り入れる旨の規定となって

ございます。 

第５条、処分でございます。第１条に規定する経費の財源に充てる場合に限り、

基金の全部または一部を処分することができる旨の規定でございます。 

第６条、その他でございます。条例の施行について、必要な事項を別に定めるこ

とを規定するものでございます。 

最後に、附則でございます。この条例は、公布の日から施行するものでございま

す。 

説明は以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長（吉田敏郎） 

説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑をどうぞ。ございませんか。 

 （「なし」という者多数） 

○議長（吉田敏郎） 

ないようですので、続いて討論を行います。討論のある方、いらっしゃいますか。 

 （「なし」という者多数） 

○議長（吉田敏郎） 

討論がないようですので、採決を行います。 
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議案第４９号 開成町まち・ひと・しごと創生基金条例を制定することについて、

原案に賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを押してください。ボタンの

押し忘れは、ございませんですね。それでは、採決を締め切ります。 

 （賛 成 全 員） 

○議長（吉田敏郎） 

採決の結果、賛成全員によって可決しました。 

日程第８ 議案第５０号 開成町個人情報の保護に関する法律施行条例を制定す

ることについてを議題とします。 

提案理由を町長に求めます。 

町長。 

○町長（府川裕一） 

提案理由。個人情報の保護に関する法律が地方公共団体に直接適用されることに

伴い、同法において条例に委任された事項等を定める必要があるので、開成町個人

情報の保護に関する法律施行条例の制定を提案いたします。よろしくお願いいたし

ます。 

○議長（吉田敏郎） 

細部説明を担当課長に求めます。 

参事兼総務課長。 

○参事兼総務課長（中戸川進二） 

それでは、議案第５０号について御説明をさせていただきます。 

まず、今回の条例制定の趣旨について御説明いたします。 

情報化の進展や個人情報の有用性の高まりを背景として、個人情報保護とデータ

流通の両立が求められていることなどから、令和３年に成立しましたデジタル社会

の形成を図るための関係法律の整備に関する法律におきまして、個人情報の保護に

関する法律が改正されてございます。この法改正によりまして、個人情報の保護に

関する法律が国の行政機関、独立行政法人等、民間事業者、地方公共団体等の全て

に適用される全国的な共通ルールとなったことから、法律の施行に関し必要な事項

を条例で定めるため、開成町個人情報の保護に関する法律施行条例の制定を提案す

るものでございます。 

それでは、２ページを御覧ください。条例案でございます。 

開成町条例第 号。 

開成町個人情報の保護に関する法律施行条例。 

第１条は、本条例の趣旨を定めるものでございます。 

第２条は、本条例において使用する用語の定義を定めるものでございます。 

第３条は、個人情報取扱事務登録簿の作成に関する規定でございます。改正個人

情報保護法では、本人の数が１，０００人以上などの一定の要件を満たすものにつ

きまして、個人情報ファイル簿の作成を義務づけてございますが、保有個人情報の

内容及び所在を幅広く把握できるようにしておくことが個人情報の適正管理等に資
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するものと判断いたしまして、本人の数等にかかわらず個人情報取扱事務登録簿を

作成する旨を定めるものでございます。 

３ページにお進みください。 

第４条は、開示請求書の記載事項を規則に委任する旨を定めるものでございます。 

第５条は、開示決定等の期限について、請求者側から見て制度が後退することの

ないよう現行の個人情報保護条例と同様の期間とするため、法律の読替規定を設け

るものでございます。 

具体的には、法律では開示決定等は３０日以内、事務処理上の困難等の理由があ

るときの期限の延長を３０日以内としてございますが、現行条例と同じ期間となる

よう開示決定等を１４日以内とし、３０日以内の延長により延長後は４４日以内と、

それぞれ読み替えるものでございます。 

第６条第１項は、開示請求手数料を定めるものでございます。個人情報の保護は

基本的人権を擁護する上で重要な意義を有するものであり、行政の責務であるとい

った観点から、これまでも手数料を徴収していないことを踏まえまして、法制度へ

の移行後も開示請求手数料は無料とする旨を規定するものでございます。 

続いて、第２項は、写しの交付、郵送料等につきましては実費負担とする旨を規

定するものでございます。 

第７条は訂正請求書の記載事項を、第８条は利用停止請求書の記載事項を、それ

ぞれ規則に委任する旨を定めるものでございます。 

第９条は、個人情報の適正な取扱いを確保するため、専門的な知見に基づく意見

を聞くことが必要な場合に、開成町情報公開・個人情報保護審査会に諮問すること

ができる旨を規定するものでございます。 

附則でございます。第１項は、この条例の施行期日を定めるもので、改正個人情

報保護法の地方公共団体への適用日である令和５年４月１日を施行日と定めるもの

でございます。 

４ページにお進みください。 

第２項は、これまで本町の個人情報保護制度について定めておりました開成町個

人情報保護条例を廃止する規定でございます。 

第３項から第１０項までは、開成町個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置を定

めるものでございまして、第３項は、職員等が職務に関して知り得た個人情報の内

容をみだりに他人に知らせ、または不当な目的に使用してはならない義務に関する

経過措置を。 

第４項は、受託事務の従事者が受託事務に関して知り得た個人情報をみだりに他

人に知らせ、または不当な目的に使用してはならない義務に関する経過措置を。第

５項は、個人情報保護条例の廃止前になされた開示請求等に関する経過措置を。第

６項は、個人の秘密に関する事項が記録された公文書を提供した場合の罰則に関す

る経過措置を。 

第７項は公文書に記録された個人情報を不正目的で提供した場合の罰則に関する
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経過措置を、第８項は第６項及び第７項の罰則が町の区域外にも適用される旨を、

第９項は個人情報保護審査会委員の守秘義務に関する経過措置を、第１０項は旧条

例の違反行為等に関する罰則に関する経過措置を、それぞれ設けるものでございま

す。 

５ページにお進みください。 

第１１項は、開成町個人情報保護条例の廃止を受け、開成町非常勤職員の報酬及

び費用弁償に関する条例の第１条及び別表の規定中、「個人情報保護審査会委員」

の字句を削るものでございます。 

第１２項から第１７項までは、個人情報保護法の直接適用により影響が生じる他

の条例について、所要の改正を行うものでございます。第１２項は開成町グリーン

リサイクルセンター条例の第２１条の規定を、６ページにお進みいただき、第１３

項は開成町福祉会館条例第１２条第２項の規定を。 

７ページにかけての記載となりますが、第１４項は開成町自転車等駐車場条例第

１０条及び第２０条第２項の規定を、第１５項は開成町地域集会施設条例第１５条

第２項の規定を、８ページにかけての記載となりますが、第１６項は開成水辺スポ

ーツ公園の設置及び管理に関する条例第２３条第２項の規定を、第１７項は、あし

がり郷瀬戸屋敷の設置及び管理に関する条例第２２条第２項の規定を、それぞれ改

正するものでございます。 

御説明は以上でございます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（吉田敏郎） 

説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑をどうぞ。ございませんか。 

 （「なし」という者多数） 

○議長（吉田敏郎） 

ないようですので、続いて討論を行います。討論のある方、いらっしゃいますか。 

 （「なし」という者多数） 

○議長（吉田敏郎） 

討論がないようですので、採決を行います。 

議案第５０号 開成町個人情報の保護に関する法律施行条例を制定することにつ

いて、原案に賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを押してください。ボ

タンの押し忘れは、ございませんですね。それでは、採決を締め切ります。 

 （賛 成 全 員） 

○議長（吉田敏郎） 

 採決の結果、賛成全員によって可決しました。 

日程第９ 議案第５１号 開成町情報公開・個人情報保護審査会条例を制定するこ

とについてを議題とします。 

提案理由を町長に求めます。 

町長。 

○町長（府川裕一） 
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提案理由。情報公開制度における審査請求並びに個人情報保護制度における審査

請求、及び個人情報の適正な取扱いの確保について調査審議を行う附属機関として、

開成町情報公開・個人情報保護審査会を設置したいので、開成町情報公開・個人情

報保護審査会条例の制定を提案いたします。よろしくお願いいたします。 

○議長（吉田敏郎） 

細部説明を担当課長に求めます。 

参事兼総務課長。 

○参事兼総務課長（中戸川進二） 

それでは、議案第５１号について御説明をさせていただきます。 

まず、今回の条例制定の趣旨について御説明いたします。 

これまで、情報公開制度に関する審査会機能と審議会機能を有する附属機関とい

たしまして開成町情報公開審査会を、個人情報保護制度に関する審査会機能と審議

会機能を有する附属機関といたしまして開成町個人情報保護審査会を、それぞれ設

置し、運用をしてまいりました。今般の改正個人情報保護法の地方公共団体への直

接適用が個人情報保護とデータ流通の両立を目的に行われたことにも表れておりま

すが、情報公開と個人情報の保護の一体的な運用が必要不可欠な状況となってござ

います。 

また、従来から両審査会の委員につきましては同一人を選任し、実態として一体

的な運用を図ってきたことなどから、両審査会を統合し効率的・効果的な運用を図

る観点から、新たに開成町情報公開・個人情報保護審査会を設置するため条例制定

を御提案するものでございます。 

それでは、２ページを御覧ください。条例案でございます。 

開成町条例第 号。 

開成町情報公開・個人情報保護審査会条例。 

第１条は、本条例の趣旨を定めるものでございます。 

第２条第１項は、開成町情報公開・個人情報保護審査会を設置する旨を規定する

ものでございます。 

第２条第２項は、審査会の機能として、従前の開成町情報公開条例第１６条第１

項に相当する規定といたしまして、情報公開制度の運営に関する重要事項について、

建議に関し規定するものでございます。 

第３条は、本条例において使用する用語の定義を定めるものでございます。 

第４条は審査会の所掌事項に関する規定で、第１号は情報公開制度における不服

審査を、第２号は個人情報保護制度における不服審査を、第３号は個人情報の適正

な取扱いの確保に関し諮問を受けた事項について、それぞれ調査審議する旨を定め

るものでございます。 

３ページにお進みください。 

第５条は審査会の組織に関する規定、第６条は審査会の委員に関する規定、第７

条は審査会の会長に関する規定で、従前の情報公開審査会や個人情報保護審査会と
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同様の内容となってございます。 

第８条から次ページの第１６条までは、審査会の調査審議、調査権限、審査請求

における手続等に関し規定するものでございます。 

４ページの下側までお進みください。 

第１７条は、審査会の運営に関する事項を規則に委任する旨を定めるものでござ

います。 

第１８条は、審査会の委員の守秘義務違反に関する罰則に関する規定を設けるも

のでございます。 

５ページにお進みください。 

附則です。第１項は、この条例の施行期日を令和５年４月１日と定めるものでご

ざいます。 

第２項は開成町情報公開条例の一部を改正するもので、審査請求に関して規定す

る第１５条の２の規定中、諮問先を開成町情報公開・個人情報保護審査会に改めた

上で、第１５条の２を第１６条とするものでございます。 

情報公開請求に関して規定する第１６条の規定を削るものでございます。 

６ページの下側、新旧対照表の下を御覧ください。 

第３項から第６項までは開成町情報公開条例の一部改正に伴う経過措置を定める

もので、第３項は施行日に開成町情報公開審査会委員である者が情報公開・個人情

報保護審査会委員に委嘱されたものとみなす旨の規定を、第４項は施行日前に開成

町情報公開審査会に諮問された事項の取扱いに関する経過措置を、第５項は情報公

開審査会委員の守秘義務に関する経過措置を、７ページにお進みいただき、第６項

は罰則に関する経過措置を、それぞれ設けるものでございます。 

第７項は開成町個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置を定めるもので、施行日

前に開成町個人情報保護審査会に諮問された事項の取扱いに関する経過措置を設け

るものでございます。 

第８項は開成町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正するも

ので、第１条及び別表の規定中、「情報公開審査会委員」の字句を「情報公開・個

人情報保護審査会委員」の字句に改めるものでございます。 

御説明は以上でございます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（吉田敏郎） 

説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑をどうぞ。ございませんか。 

 （「なし」という者多数） 

○議長（吉田敏郎） 

ないようですので、それでは続いて討論を行います。討論のある方、いらっしゃい

ますか。 

 （「なし」という者多数） 

○議長（吉田敏郎） 

討論もないようですので、採決を行います。 
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議案第５１号 開成町情報公開・個人情報保護審査会条例を制定することについて、

原案に賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを押してください。ボタンの

押し忘れは、ございませんですね。それでは、採決を締め切ります。 

 （賛 成 全 員） 

○議長（吉田敏郎） 

採決の結果、賛成全員によって可決しました。 

日程第１０ 議案第５２号 開成町情報公開条例の一部を改正する条例を制定す

ることについてを議題とします。 

提案理由を町長に求めます。 

町長。 

○町長（府川裕一） 

提案理由。個人情報の保護に関する法律が地方公共団体に直接適用されることに

伴い、同法が規定する不開示情報と本町の情報公開制度における非公開情報の整合

性を確保する必要があるので、開成町情報公開条例の一部を改正する条例の制定を

提案いたします。よろしくお願いいたします。 

○議長（吉田敏郎） 

細部説明を担当課長に求めます。 

参事兼総務課長。 

○参事兼総務課長（中戸川進二） 

それでは、議案第５２号について御説明をさせていただきます。 

本条例は、改正個人情報保護法の地方公共団体への直接適用に伴う情報公開制度

における非公開情報の整理、公開決定等の期限について、初日不算入の原則に基づ

く規定内容への改正等の所要の改正を行うものでございます。 

２ページにお進みください。条例案でございます。 

開成町条例第 号。 

開成町情報公開条例の一部を改正する条例。 

開成町情報公開条例（平成１３年開成町条例第１８号）の一部を次のように改正

する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示す

ように改正する。 

左側が改正後、右側が改正前でございます。 

第４条の改正は、公開請求の対象を明確にするため「公文書」の字句を加え、表

現を見直すものでございます。 

第６条の改正は、公開請求の定義、請求者の定義を明確にするための改正でござ

います。 

第６条各号の改正は、改正個人情報保護法が規定する不開示情報と本町の情報公

開制度における非公開情報の整合性を確保するための改正でございます。 

第１号の改正は、「記述」を「記述等」に改め、電磁的記録等を含むものである
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ことを規定するものでございます。 

３ページにお進みください。 

第１号ウの改正は、文末の「情報」を「部分」に改めるものでございます。 

第２号の改正は、第２号本文の「競争上の地位、財産その他の正当な利益を害す

るおそれのあるもの」を第２号アとした上で、４ページに記載のとおり、第２号イ

として「公開しないとの条件で任意に提供されたもの」を追加するものでございま

す。 

４ページから５ページにかけての記載となりますが、第４号の改正は、事務事業

の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報として、第４号アにおいて国の安全

が害されるおそれ等を、第４号イにおいて犯罪の防止等の公共の安全と秩序の維持

に支障を及ぼすおそれを、それぞれ追加し、従前の第４号アから第４号オに関して

は、一部で字句を追加し、または削った上で、第４号ウから第４号キに繰り下げる

ものでございます。 

改正前の第５号については改正後の第４号アに規定を移したこと、第６号につい

ては、改正個人情報保護法においては不開示情報として強要されないことであるこ

とから、それぞれを規定するものでございます。 

第９条の改正は「当該公開情報」を「当該公開請求」に改めるもので、制定時の

規定誤りを修正するものでございます。 

第１０条第１項の改正は、第６条で「公開請求」の略称規定を設けたことから、

「公文書の」の字句を削るものでございます。 

６ページにお進みいただき、第１０条第２項の改正は、第６条で「請求者」の略

称規定を設けたことから、規定内容を整理するものでございます。 

第１１条第１項の改正は、公開決定等の期限について、個人情報保護制度と同様

に初日不算入とし、「起算して１５日以内」を「１４日以内」に改めるものでござ

います。 

第１１条第２項の改正は、公開決定等の延長について、個人情報保護制度と同様

に初日不算入とするとともに、第１項の期間の延長幅のみの規定とするため、「当

該公開請求があった日から起算して４５日を限度として当該期間を」を、「同項に

規定する期間を３０日以内に限り」に改めるものでございます。 

新旧対照表の枠外、本条例の附則を御覧ください。第１項は、本条例の施行期日

を令和５年４月１日と定めるものでございます。 

第２項は、施行日前になされた公開請求に対する決定等の期限に関する経過措置

を設けるものでございます。 

御説明は以上でございます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（吉田敏郎） 

説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑をどうぞ。ございませんか。 

 （「なし」という者多数） 

○議長（吉田敏郎） 
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ないようですので、続いて討論を行います。討論のある方、いらっしゃいますか。 

 （「なし」という者多数） 

○議長（吉田敏郎） 

討論はないようですので、採決を行います。 

議案第５２号 開成町情報公開条例の一部を改正する条例を制定することについ

て、原案に賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを押してください。ボタ

ンの押し忘れは、ございませんですね。それでは、採決を締め切ります。 

 （賛 成 全 員） 

○議長（吉田敏郎） 

採決の結果、賛成全員によって可決しました。 

日程第１１ 議案第５３号 開成町議会議員及び開成町長の選挙における選挙運

動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例を制定することについてを議題と

します。 

提案理由を町長に求めます。 

町長。 

○町長（府川裕一） 

提案理由。公職選挙法施行令の一部改正により、国会議員の選挙における選挙運

動の公費負担の限度額が引き上げられたことから、本町においても同様の改定を行

うため、開成町議会議員及び開成町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する

条例の一部を改正する条例の制定を提案いたします。よろしくお願いいたします。 

○議長（吉田敏郎） 

細部説明を担当課長に求めます。 

参事兼総務課長。 

○参事兼総務課長（中戸川進二） 

それでは、議案第５３号について御説明をさせていただきます。 

まず、今回の条例改正の趣旨について御説明を申し上げます。 

国では、人件費、物価の変動等を考慮し、３年に一度の参議院議員通常選挙の年

に国政選挙の公営単価の見直しを行うこととされてございます。本年は参議院議員

通常選挙の年であることから、令和４年４月の公職選挙法施行令の改正により、最

近における物価の変動及び令和元年１０月施行の消費税増税などを踏まえて、選挙

運動用自動車の使用等に係る公営単価の引上げ等が行われたところでございます。 

本町におきましても、選挙公営の公営単価に関し国政選挙と同様の改正を行うた

め、条例改正を行うものでございます。 

それでは、２ページの条例案を御覧ください。 

開成町条例第 号。 

開成町議会議員及び開成町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の

一部を改正する条例。 

開成町議会議員及び開成町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例
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（令和２年開成町条例第２１号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示す

ように改正する。 

左側が改正後、右側が改正前でございます。 

２ページの最下部から３ページにかけて、第４条第２号アの改正は、選挙運動用

自動車の借入れに係る公営単価を１万５，８００円から１万６，１００円に改める

ものでございます。 

３ページ上部の第４条第２号イの改正は、選挙運動用自動車の燃料供給に係る公

営単価を７，５６０円から７，７００円に改めるものでございます。 

３ページ下部の第８条の改正は、選挙運動用ビラの作成に係る公営単価を１枚当

たり７円５１銭から７円７７銭に改めるものでございます。 

次のページにお進みいただき、４ページ、第１１条の改正は、選挙運動用ポスタ

ーの作成に係る公営単価に関し、印刷費について１枚当たり５２５円６銭から５４

１円３１銭に、企画費について３１万５００円を３１万６，２５０円に、それぞれ

改めるものでございます。 

新旧対照表の枠外、本条例の附則を御覧ください。本条例の施行期日を条例の公

布の日と定めるものでございます。 

御説明は以上でございます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（吉田敏郎） 

説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑をどうぞ。ございませんか。 

 （「なし」という者多数） 

○議長（吉田敏郎） 

質疑がないようですので、討論を行います。討論のある方、いらっしゃいますか。 

 （「なし」という者多数） 

○議長（吉田敏郎） 

討論はないようですので、採決を行います。 

議案第５３号 開成町議会議員及び開成町長の選挙における選挙運動の公費負担

に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて、原案に賛成の方は賛成

ボタンを、反対の方は反対ボタンを押してください。ボタンの押し忘れは、ございま

せんね。それでは、採決を締め切ります。 

 （賛 成 全 員） 

○議長（吉田敏郎） 

採決の結果、賛成全員によって可決しました。 

日程第１２ 議案第５４号 開成町職員の給与に関する条例等の一部を改正する

条例を制定することについてを議題とします。 

提案理由を町長に求めます。 

町長。 

○町長（府川裕一） 
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提案理由。人事院勧告及び神奈川県人事委員会の給与等に関する勧告に鑑み、職

員の給料月額及び勤勉手当の支給率を改定したいので、開成町職員の給与に関する

条例等の一部を改正する条例の制定を提案いたします。よろしくお願いいたします。 

○議長（吉田敏郎） 

細部説明を担当課長に求めます。 

参事兼総務課長。 

○参事兼総務課長（中戸川進二） 

それでは、議案第５４号について御説明をさせていただきます。 

まず、今回の条例改正の概要について御説明をいたします。 

本町におきましては、国家公務員の給与水準を踏まえた給与水準を確保すること

を基本に、これまでも人事院勧告と同様の給与改定を行っており、本年の給与勧告

においても均衡の原則から人事院勧告どおりの給与改定を行うため、関係条例の一

部改正案を御提案するものでございます。 

本年の人事院勧告は、初任給及び若年層の俸給月額の引上げ、勤勉手当の月数の

引上げを行うことを政府及び国会に勧告しており、政府は勧告どおりの給与改定の

実施を閣議決定いたし、国会に改正給与法を提出してございます。 

なお、改正給与法につきましては、本年１１月１１日に国会で成立し、同月１８

日に交付、施行されてございます。 

それでは、２ページをお開きください。条例案でございます。 

開成町条例第 号。 

開成町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例。 

第１条は、開成町職員の給与に関する条例の一部改正、こちらは今年度分の改正

でございます。 

第１条、開成町職員の給与に関する条例（昭和３９年開成町条例第６号）の一部

を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示す

ように改正する。 

１７条の改正を御覧ください。第２項第１号の改正は、職員の勤勉手当の支給月

数を定めております部分について、１００分の９５を１００分の１０５に改めるも

のでございます。 

次ページにまたがっての記載となってございますが、第２項第２号の改正は、再

任用職員の勤勉手当の支給月数を定めております部分について、１００分の４５を

１００分の５０に改めるものでございます。 

３ページから６ページにかけて、別表第１の改正でございます。一般職給料表を

記載のとおり改めるものでございます。 

６ページの下段を御覧ください。 

第２条は、開成町職員の給与に関する条例の一部改正、こちらは次年度以降分の

改正でございます。 
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第２条、開成町職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示す

ように改正する。 

１７条の改正でございます。令和５年度以降の勤勉手当の支給月数を、６月、１

２月に均等に配分するための改正でございます。 

７ページにお進みください。 

本条例の第１条におきまして１００分の１０５としたものを１００分の１００に、

１００分の５０としたものを１００分の４７．５に改正するものでございます。 

条例案の７ページの中段を御覧ください。 

第３条は、開成町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正でござい

ます。 

第３条、開成町一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成１６年開成町条

例第１２号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示す

ように改正する。 

第４条の表において定めております給与月額について、第１号給のみ１，０００

円、引き上げるものでございます。 

なお、現時点におきまして本給料表の適用を受ける職員はおりませんことを申し

添えさせていただきます。 

附則でございます。第１項は、この条例の規定のうち、第１条及び第３条は公布

の日から、第２条は令和５年４月１日から施行する旨を定めるものでございます。 

第２項は、改正後の給与月額について、令和４年４月１日から適用する旨を定め

るものでございます。 

第３項は、勤勉手当について、１２月期ボーナスの基準日であります令和４年１

２月１日から適用する旨を定めるものでございます。 

第４項は、給与月額の改正に関し、遡及適用を行った場合に、これまで支給され

た給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす旨を定めるものでござい

ます。 

説明は以上でございます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（吉田敏郎） 

説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑をどうぞ。 

２番、佐々木議員。 

○２番（佐々木昇） 

２番、佐々木昇です。 

今回の改正につきましては、人事院勧告に沿った改正であるということは認識し

ておりますけれども、ちょっと確認したいことがあるのですけれども。これは正規

職員の給与をベースにして、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例と

いうのがあるのですけれども、こちらの改正というのは今回はされないのか、お聞
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かせください。 

○議長（吉田敏郎） 

参事兼総務課長。 

○参事兼総務課長（中戸川進二） 

ただいまの御質問にお答えいたします。 

御質問の答えとしては、今回の条例については、そちらについては改定は行って

いないという状況でございます。 

○議長（吉田敏郎） 

２番、佐々木議員。 

○２番（佐々木昇） 

なぜ、私、この質問をしたかといいますと、その条例と２つ同時期にやはり改正

をするものなのかなと思っていたのですけれども、この辺は特に同時期に改正とい

うのにはこだわらなくても問題はないのか、教えていただきたいと思います。 

○議長（吉田敏郎） 

参事兼総務課長。 

○参事兼総務課長（中戸川進二） 

ただいまの御質問にお答えいたします。 

会計年度任用職員の給与単価等につきましては、一般職の給与に準じて行ってい

るという実態がございます。こちらについては、令和５年度に必要な改正が、確認

をいたしまして、必要な改正があれば改正を行っていきたいなと考えてございます。 

以上です。 

○議長（吉田敏郎） 

２番、佐々木議員。 

○２番（佐々木昇） 

分かりました。 

分かりましたというか、再度。この辺は同時期にしなくても、特に問題というと

ころでは、そういうことは生じないという認識でよろしいですか。令和５年度の改

正ということで、大丈夫なのですかね。その辺だけ確認を再度させてください。 

○議長（吉田敏郎） 

参事兼総務課長。 

○参事兼総務課長（中戸川進二） 

道義上の問題は若干あるかなというふうには、正直、思いますが、制度上は問題

はないと考えてございます。先ほど申し上げた令和５年に向けてというところでご

ざいますが、令和５年４月に適用できるように準備を進めてまいりたいと考えてご

ざいます。 

○議長（吉田敏郎） 

ほかに質疑はございますか。ございませんか。 

 （「なし」という者多数） 
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○議長（吉田敏郎） 

質疑がないようですので、討論を行います。討論の方は、いらっしゃいますか。 

 （「なし」という者多数） 

○議長（吉田敏郎） 

討論はないようですので、採決を行います。 

議案第５４号 開成町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例を制定す

ることについて、原案に賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを押してく

ださい。ボタンの押し忘れは、ございませんですね。それでは、採決を締め切ります。 

 （賛 成 全 員） 

○議長（吉田敏郎） 

採決の結果、賛成全員によって可決しました。 

日程第１３ 議案第５５号 開成町公共下水道使用料条例の一部を改正する条例

を制定することについてを議題とします。 

提案理由を町長に求めます。 

町長。 

○町長（府川裕一） 

提案理由。開成町公共下水道事業の経費の健全化を図るため下水道使用料を改定

したいので、開成町公共下水道使用料条例の一部を改正する条例の制定を提案いた

します。よろしくお願いいたします。 

○議長（吉田敏郎） 

細部説明を担当課長に求めます。 

参事兼環境上下水道課長。 

○参事兼環境上下水道課長（井上 新） 

議案第５５号 開成町公共下水道使用料条例の一部を改正する条例を制定するこ

とについて。 

それでは、最初に概要について説明をさせていただきます。 

まず、今回の改定に至るまでの経緯につきまして御説明をさせていただきます。 

令和元年度に町長の諮問により、開成町下水道運営審議会会長より使用料の改定

について、将来に向けた下水道事業の健全な経営維持と確実な施設整備を実施する

ため、改定率は１５％以内、改定時期は令和３年４月１日で使用料改定を要すると

の答申がされました。その後、新型コロナウイルスの蔓延などもあり、町民の生活

の安定を最優先に考え改定を見送っておりましたが、経営の健全化を図るため今回

の改定に至ったものです。 

内容といたしましては、恒常的に汚水処理原価に対して下水道使用料単価が下回

ることによる実質的な赤字経営状況の早期の改善と、一般会計からの財源補填であ

る繰入金額の抑制を図るため、平均１４．６％の値上げを行うものでございます。 

それでは、２ページ目にお進みください。 

開成町条例第 号。 
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開成町公共下水道使用料条例の一部を改正する条例。 

開成町公共下水道使用料条例（昭和６３年開成町条例第２４号）の一部を次のよ

うに改正する。 

次の改正前の表に掲げる別表を改正後の表に掲げる別表に下線で示すように改正

する。 

条例第４条関係の別表になりますが、上段の表に改正後、下段の表で改正前の内

容を記載してございます。別表の下線で示す部分が改正しようとする内容となって

おりまして、基本料金、２０立方メートルまでの部分が１，３４４円を１，５４４

円に。 

２０立方メートルを超え４０立方メートルまでの分、８６円を９８円に、４０立

方メートルを超え６０立方メートルまでの分、１０１円を１１６円に、６０立方メ

ートルを超え１００立方メートルまでの分、１１３円を１２９円に、１００立方メ

ートルを超え２００立方メートルまでの分、１３１円を１５０円に、２００立方メ

ートルを超え１，０００立方メートルまでの分、１３６円を１５６円に、１，００

０立方メートルを超え２，０００立方メートルまでの分、１４７円を１６９円に、

２，０００立方メートルを超え１万立方メートルまでの分、１５１円を１７３円に、

１万立方メートルを超える分、１５６円を１７９円に改めるものでございます。 

附則になります。附則、施行期日、第１項、この条例は令和５年４月１日から施

行する。 

経過措置といたしまして、第２項、この条例の施行の日前から継続して使用して

いる公共下水道の使用で、施行日以後、初めて確定する使用料については、この条

例による改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例によるとなっております。 

説明は以上でございます。よろしく御審議のほど、お願いいたします。 

○議長（吉田敏郎） 

説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑をどうぞ。 

３番、武井議員。 

○３番（武井正広） 

３番、武井です。 

経営状況、赤字という中で厳しいことは分かっておりまして、２年間据え置いた

ということで致し方ないとは思っているのですが、この状況を今、神奈川県全体で

見たときに、他の市町村と比較したときに、本町の使用料の単価の現状というのは

どういう位置にあるのでしょうか。 

○議長（吉田敏郎） 

参事兼環境上下水道課長。 

○参事兼環境上下水道課長（井上 新） 

武井議員の御質問にお答えをいたします。 

経営状況につきましては、一般的に、経費回収率といった率で一般的に呼ばれて

おります。これは使用料収入と汚水処理費、収入と実際に処理している経費、こう
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いったところの率合いで一般的には示しておりまして、開成町でいきますと、ちょ

うど神奈川県、神奈川県内の平均が、９２．９％というのが神奈川県内の率合いに

なっております。平均になっております。そして、全国平均が８３．８％、若干落

ちますけれども８３．８％。 

そして、開成町の直近でいきますと、令和３年度決算でいきますと７４．９１％。

こういった形で、平均よりも大分少ないと。県内の市町村の中では下から４番目と

いった状況でありまして、大変、経営上は苦しいといった状況下にあるというとこ

ろでございます。 

以上です。 

○議長（吉田敏郎） 

よろしいですか。 

ほかに。 

４番、前田議員。 

○４番（前田せつよ） 

４番、前田せつよでございます。 

今、同僚議員の質問で、率合いについて、かなり厳しい状況にあるという数字ベ

ースの答弁をいただいたところでございます。私からは、コロナの関係があって２

年間据え置かれたと。そして、今、この条例案が議案として提出された経緯等々、

最初の御質問にあったわけなのですが、世界、ウクライナの状況等々があって、物

価の高騰が本当に。 

心情的な視点からの質問ですが、町民からは、やはり、そういう状況下にあって、

なぜ、このときなのかと。コロナ、プラス、ウクライナという、この状況の中で、

物価高騰がこれだけある中で、自治体によっては公共料金の据置き等々を逆に考え

るような自治体もある中で、ここまで踏ん張ってきていて。 

また、本町に転入される方は、「開成町は公共下水道料金が本当に安いよね」と

言いながら転入等々をされている町民の声も多く聞く現状がある中で、今、このよ

うな御決断をされたのか、いま一重、その部分の。苦渋の決断ではあろうかと思い

ますが、いま一重、その辺についての御答弁、御説明をいただければと思います。 

○議長（吉田敏郎） 

参事兼環境上下水道課長。 

○参事兼環境上下水道課長（井上 新） 

前田議員さんの御質問にお答えします。 

まず、１点。この経済状況の中で、今般でいきますと１０月値上げとか、そうい

ったところでは、非常に物価の関係で高騰してきているといったところがございま

す。また、一方、そういったことを受けまして、水道料金であったり下水道使用料、

こういったところの減免を、開成町としては、そういった直近の部分につきまして

は、９月、１０月、１１月、１２月と４か月分、そういったところの基本料金を減

免して住民の方にお応えしていこうといったところも一方ではございます。 



－１１２－ 

ただ、全体的な経営を見ますと、２年前にそういった決断の中でやっていく内容

のものが、現状を踏まえながら２年間、踏ん張ってきたと。先ほど議員さんも御理

解を示していただいた部分がございます。 

そういったところもありますけれども、全体的な経営、今後の一番大きなポイン

トといたしましては、流域下水道ということで最終処理を広域で実施をしている。

その広域で実施をしている流域の設備関係も、計画的に更新をしておりますけれど

も、今後、ますます経費が伸びていくといった試算も出ておりますので。これは、

やはり受益者負担といったところは否めない部分ではないかなといったところもご

ざいますので、苦渋の決断ではございますけれども、来年の４月１日から改定をさ

せていただきたいというところでございます。 

あと、ちょっと先ほど説明のところで漏れましたけれども、来年の４月１日から

値上げは施行するのですけれども、経過措置といたしまして、今現在も、下水道料

金を支払っていただいている方については、来年の３月、４月使用料を５月に請求

をしているのですけれども、それは現在の単価でいきましょうということで、実質

値上げは７月請求分、５、６の使用料分から実際は値上げをすると。４月１日以降

というのは、転入された方とか、そういった中途で入った方については、もう４月

１日から値上げ単価でやらせていただこうというような工夫もしておりますので、

ぜひとも御理解をいただきたいといったところでございます。 

○議長（吉田敏郎） 

４番、前田議員。 

○４番（前田せつよ） 

４番、前田せつよでございます。 

流域下水道の設備投資というお話もいただき、また、経過措置につきましても、

今、答弁いただいたように、大変に町民に寄り添った形のもので行うと。５、６月

分から、今現在、払っていただいている方は５、６月分からの値上げ、実質値上げ

となるということで。 

このように、町が町民に対して、この条例を制定して運用を開始したときに、こ

のような形で、きめ細かい形で対応しているということを漏れなく町内外にお示し

するような形で、開成町は寄り添っているんだということをしっかり打ち出してい

ただいて、町民が、また新たに転入される方が足止めにならないような形で、この

条例に基づいた動きを町でしていただきたいということをお願いして終わります。 

○８番（山本研一） 

関連。 

○議長（吉田敏郎） 

今の前田議員に対する関連ですか。 

○８番（山本研一） 

はい。 

○議長（吉田敏郎） 
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８番、山本議員、どうぞ。 

○８番（山本研一） 

８番、山本です。 

今、同僚議員がお話しされた内容で、値上げの必要性というのは私もよく理解し

ているわけですけれども、今、ちょうど町民の皆さんの間の中で、どんな話が出て

いますかというのをお話ししたいと思うのですけど、１つは、皆さんも御存じのよ

うに、１０月からいろいろな食料品を中心に相次ぐ物価の高騰、これがあります。 

もう１つは、１０月の「広報かいせい」に９月で決算認定した内容が掲載されて

います。ここに何と書かれているかというと、決算の報告として、「健全財政を維

持しています」、あるいは「財政健全化判断比率も大変良好な状況で行われていま

す」ということを示されている。これを見た人は、「開成町、全て財政については

安心だな」という感じを印象として受けています。 

それと、もう１つは、最近の地方紙の中で神奈川県建築コンクールで開成町の役

場が最優秀賞を受賞したという記事が出ていまして、これに対する町民の反響とい

うのは、こんな賞を取るほどお金をかけたのか、税金をかけたのか、町にはたくさ

んお金があるのか、こんな印象を持たれているのが現実です。 

こうした日用品の値上げ、そして健全な財政をしていますよという報道をしたば

かり、そして受賞したと。こんなのが続いている中で、幾ら必要性があるといって

も、なかなか町民の感情として、さっき同僚議員も言っていましたけれども、感情

論として納得がなかなかしにくいのが現状だと思います。そういう意味では、ぜひ、

きめ細かく、どうしても値上げしなくてはいけないのだということが誰一人取り残

さずに理解していただけるような展開をしっかりしてもらいたいと思うのですけど、

町長、いかがですか。 

○議長（吉田敏郎） 

町長。 

○町長（府川裕一） 

町民感情、皆さんからいけば、なぜ、この時期にというのは私も理解はしていま

す。しかし、答申を受け、答申の審議会の中でも水道事業の財政的な問題、今後の

予想、予測を含めて、こういう値上げの答申がなされて、それを２年間延ばしてき

たという中で、やはり、これは誰かが、いつやるかを決断しなくてはいけないと私

は思っています。私も、来年の４月で辞めると表明した以上は、これは次に先送り

するわけにはいかないなと。それは、私の責任の中で、批判を受けながらであって

もやると。今、言われたように、丁寧な説明はきちんとさせていただくようにして

いきたいと思います。 

以上です。 

○議長（吉田敏郎） 

８番、山本議員。 

○８番（山本研一） 
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８番、山本です。 

丁寧な説明ということが最後に出たので、もう、ぜひ、そうしていただきたいの

ですけど、ちょっと気になったのは指示していきたいと。指示していきたいではな

くて、こういう重要なことは町長自ら一生懸命、町民の皆さんに説明すべきことだ

と思いますので、ぜひ、そうしていただきたいと思いますけど、いかがですか。 

○議長（吉田敏郎） 

町長。 

○町長（府川裕一） 

町長自ら個別に、この分野のこの事業だけを説明する機会というのは、なかなか

難しい。まちづくり集会とか、そういうときがあればいいのですけど。なかなか直

接はないので、やはり町の広報。また、議員の皆さんもぜひ御理解をいただいて、

皆さん方に、町のこういう現状の中で、ぜひ御理解をいただけるような説明をして

いただければありがたいと思います。 

以上です。 

○議長（吉田敏郎） 

８番、山本議員。 

○８番（山本研一） 

８番、山本です。 

確かに、現実論からいったら、町長が自ら１軒１軒回って話をするというのはで

きないことですし、難しいと思います。ただ、気持ちとして、そういう気持ちを持

って、ぜひ町民の皆さんの御理解をいただけるような動きというか気持ちでやって

いただきたいとお願いして。 

私、これは決して反対しているわけではないのですよ。必要性は、よく感じてい

ます。ただ、町民の皆さんが本当に納得してくれるように、そういう方向で持って

いっていただけないと、結構、いろいろな苦情が出てしまうなという、今、時期だ

よということは重々承知の上で、ぜひ進めていただきたいと思います。 

以上です。 

○議長（吉田敏郎） 

２番、佐々木議員。 

○２番（佐々木昇） 

２番、佐々木昇です。 

１点だけ、確認させてください。先ほど、現状、経費回収率というお話がありま

したけれども、今回のこの改定によってどの程度の健全化が見込まれるのか、お聞

かせください。 

○議長（吉田敏郎） 

参事兼環境上下水道課長。 

○参事兼環境上下水道課長（井上 新） 

今回の改定を想定いたしまして推計いたしますと、経費回収率は現在の７４．９
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１％から８３％に改善すると。ただ、この８３％というのは、先ほども述べさせて

いただきましたけれども、ちょうど全国平均が８３．８％になりますので、ようや

く全国平均に乗るベースといったところで御理解いただければと思います。 

以上です。 

○議長（吉田敏郎） 

よろしいですか。 

ほかに質疑はございませんか。よろしいですか。 

 （「なし」という者多数） 

○議長（吉田敏郎） 

ないようですので、討論のある方はいらっしゃいますか。よろしいですか。 

 （「なし」という者多数） 

○議長（吉田敏郎） 

討論がないようですので、採決を行います。 

議案第５５号 開成町公共下水道使用料条例の一部を改正する条例を制定するこ

とについて、原案に賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを押してくださ

い。ボタンの押し忘れは、ございませんですね。それでは、採決を締め切ります。 

 （賛 成 全 員） 

○議長（吉田敏郎） 

採決の結果、賛成全員によって可決しました。 

暫時休憩といたします。再開を１３時３０分とします。 

午後０時０２分 

○議長（吉田敏郎） 

再開いたします。 

午後１時３０分 

○議長（吉田敏郎） 

日程第１４ 議案第５６号 開成町消防団条例の一部を改正する条例を制定する

ことについてを議題とします。 

提案理由を町長に求めます。 

防災安全課長、どうぞ。 

○防災安全課長（小玉直樹） 

すみません。議案の説明に入る前に、１か所、御訂正をお願いしたいと思います。 

まず、１ページ目、議案第５６号の提案理由の２行目でございます。「開成町消

防団員条例」となっておりますが、大変申し訳ございません、この「員」の字は削

除ということで、「消防団条例」でお願いしたいと思います。 

同じく、２番目の条例案のほうについても、タイトルが「消防団員条例」となっ

ております。また、下のところも同じく「団員条例」となっておりますので、この

２か所の「員」の字を削除させていただきたいと思います。 

直前の修正で申し訳ございません。よろしくお願いいたします。 
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以上です。 

○議長（吉田敏郎） 

皆さん、確認、よろしいでしょうか。 

それでは、改めまして提案理由を町長に求めます。 

町長。 

○町長（府川裕一） 

提案理由。地域防災力の中核を担う消防団の組織体制の充実強化を図るため、消

防団員の資格要件を見直したいので、開成町消防団条例の一部を改正する条例の制

定を提案いたします。よろしくお願いいたします。 

○議長（吉田敏郎） 

細部説明を担当課長に求めます。 

防災安全課長。 

○防災安全課長（小玉直樹） 

それでは、議案第５６号 開成町消防団条例の一部を改正する条例を制定するこ

とについて、御説明させていただきます。 

はじめに、今回の条例改正に至った経緯と概要につきまして御説明申し上げます。 

消防団は、地域住民の生命や財産を守るため日夜活動しており、将来にわたり地

域防災力の中核として欠くことのできない存在でございます。しかし、全国的に消

防団員は毎年減少してきており、本町においても、ここ数年はコロナ禍で募集活動

が制限されたことなどにより、団員数は横ばいで推移してきております。 

また、昨年の１２月に発生した住宅火災において、平日昼間の時間帯であったた

め消防団員の出動人員が２８名と、全体の約３割ほどの出動率でございました。参

考資料にも記載しておりますが、消防団員の多くが現在、町外勤務者であるため、

平日の昼間に火災や大規模災害などが発生した場合には、すぐに出動できない状況

となってございます。 

今回の改正は、このような現在の消防団の現状を背景に、消防団員の入団時の資

格要件を変更することにより、昼夜問わず発生する可能性がある災害への動員力及

び即時対応力を発揮し、消防団の充実強化に向けた安定的な団員確保に係る取組と

して改正するものでございます。 

それでは、２ページ目の条例案を御覧ください。 

開成町条例第 号。 

開成町消防団条例の一部を改正する条例。 

開成町消防団条例（昭和５９年開成町条例第７号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示す

ように改正する。 

第４条第１項第１号の改正につきましては、町内居住に加え、消防団員となるこ

とができる者に「勤務する者」、在勤者を加えるとともに、年齢制限の上限４５歳

未満を撤廃するものでございます。 
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消防団員の１０月１日現在の団員数は９２名でございます。定数１０８名に対し、

充足率は約８５％となっております。また、消防団員の多くがサラリーマン等の被

雇用者であり、そのうち町外に勤務している団員が多いことから、町外居住者であ

っても町内に勤務する者であれば入団できるよう改めるものでございます。 

年齢制限につきましては、これまで４５歳未満という上限を設けておりましたが、

平均寿命や健康寿命の延伸に伴い、４０歳代半ば以降の年齢であっても健康的な身

体を保持している町民も相当数いると思われること、また、子育てなどが一段落し

た世代の方にも入団できるよう年齢制限の上限を撤廃するものでございます。 

第５条第１項第１号のルビの削除につきましては、従来はルビを打つ必要があっ

た漢字でありましたが、「錮」の漢字が常用漢字に加えられたため、ルビは不要と

なり漢字のみの表記に改めるものでございます。 

第６条第２項第２号の開成町外に転出したときは、その身分を失うとなっている

ものを削除するものでございます。こちらにつきましては、町内在住の消防団員が

町外に転出した場合でも引き続き消防団員として活動できるよう、町外に転出した

ときの条項を削除するものでございます。 

なお、第６条第２項第１号については、第２号削除により第６条第２項本文で規

定するものに改めるものでございます。 

附則でございます。この条例は、令和５年４月１日から施行する旨を定めるもの

であります。 

説明は以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長（吉田敏郎） 

説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑をどうぞ。 

１０番、井上慎司議員。 

○１０番（井上慎司） 

１０番、井上慎司です。 

この条例改正案を作るに当たり、消防組織強化推進連絡協議会でも審議されたか

と思うのですが、今回の条例改正の中で通学者が対象にはなっておりませんが、こ

の辺り、どう審議され、どういう経緯で通学者を含めなかったのか、この辺りをお

示しください。 

○議長（吉田敏郎） 

防災安全課長。 

○防災安全課長（小玉直樹） 

それでは、お答えしたいと思います。 

参考資料に近隣２市４町の消防団入団資格要件というのがございます。その中で

通学する者というのは、小田原市が本年４月から条例改正をして新たに加わったも

のでございます。小田原市の場合は御存じのとおり大学等を有している形の中で、

基本的には１８歳以上ですけれども、高校を卒業して大学生または専門学生等で消

防団に入団していただける方という話を伺っております。 
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もちろん１８歳、４月生まれであれば高校３年生で１年間という形ではあるので

すけれども、基本的に開成町の場合には大学等、高校以上の学校等は存在しており

ませんので、そういった協議もありませんでした。という形の中で、通学する者は

含めていないという状況でございます。 

以上です。 

○議長（吉田敏郎） 

１０番、井上議員。 

○１０番（井上慎司） 

通学者が含まれなかった経緯は承知しました。ですが、機能別団員という枠組み

もありますので、こういった機能別団員として、例えば、吉田島高校の３年生で１

８歳を迎えられた方に広報活動の一翼を担ってもらう、これは短い期間であっても

取り組まれた高校生にとっても人生経験の中で大きな糧になるかと思いますし、文

命中学校の生徒が防災訓練に参加されているときに一緒に参加して取り組んでもら

う、そういう活動もできるのかなと思いますので、通学者に関しては今後の検討課

題として十分に調査研究を進めていただきたいと思います。 

別の質問なのですが、こちらの条例が承認され次年度から施行された場合なので

すが、施行された後に町内の企業や事業者の皆様への周知という形で、こういう条

例が始まったこと、また、積極的な協力をお願いしたいこと、こういった部分の周

知はどのような流れで考えられているのか、お示しください。 

○議長（吉田敏郎） 

防災安全課長。 

○防災安全課長（小玉直樹） 

それでは、お答えします。 

この条例が通りましたら、協議会で毎年作成しているのですけれども、募集チラ

シというのを新たな資格要件を加えた中で作成します。それを基に各事業所、町内

の事業所等にお伺いをして、詳細な説明をしながら一人でも多くの団員獲得に向け

て啓発していきたい、このように考えているところでございます。 

○議長（吉田敏郎） 

よろしいですか。 

ほかに。 

４番、前田議員。 

○４番（前田せつよ） 

４番、前田せつよでございます。 

ただいまの同僚議員の質問に付随する内容もあるかと思いますが、伺わせてくだ

さい。条例の改正後、任用、第４条の（１）町内に移住または勤務するというとこ

ろで、年齢１８歳以上の者ということで条例改正をしたいという議案でございます

が、勤務するという中で、この条例が施行されて勤務されている方が消防団員にな

った場合の、その先の部分についても、多分、様々、検討なされる中でお話合いが
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持たれたと思うのですけれども、その辺の所属の足場となる分団等々はどのような

考えでお考えか。 

地域によっては勤務する企業が全然ない、１４自治会の中でエリアを見渡します

と、ですから、かなり偏りがあって、勤務するという場所を見渡しても偏りがある

のではないかなということで懸念する部分があるのですが、そうなった場合、分団

への配置という部分はどのようなお考えがあるのか、お伺いします。 

○議長（吉田敏郎） 

防災安全課長。 

○防災安全課長（小玉直樹） 

それでは、お答えしたいと思います。 

今、７つの分団があるという形の中で、１つの分団が２つの自治会、地区を持っ

ている受持ち地区というのがあります。従来は、その地区の中から消防団員を選出

していただいていたのですけれども、やはり団員の成り手不足等々の理由から、町

内に居住であれば、どこの分団に入っても今はオーケーという形でございます。 

実は、今回、この改正に至った中で、３つの分団が特に人数が少ないようなとこ

ろがありますので、そこの分団を中心に企業にお話に行って、できれば補充して入

団してもらいたいと考えておりますので。自分が持っている分団の受持ち地区に企

業がなかったとしても、町内全域で考えて入ってもらう形ですので、その辺は訪問

しながら説明しながら理解を得ていきたいと考えているところでございます。 

○議長（吉田敏郎） 

４番、前田議員。 

○４番（前田せつよ） 

今、御答弁いただいた内容からしますと、かなり重層的な考え方で臨機応変にと

受け取らせていただいたのですが、条例が出されたわけですので、その枝になるの

かはあれですけど、運用ですとか運用の基準ですとか、それに準ずる何がしかのも

のを持って各事業所に回るべきではないかなということが１点ございますので、そ

れをしっかり。条例の下に来る、そういう文章化したものもしっかり持った形で企

業に回っていただきたいと。 

それと、もう１点。大変すばらしいお話で、女性の消防団が誕生している、たっ

たお一人ということでありますので、せっかくの機会でございますので、企業を回

られたときに、女性も今、うちの町では一人、誕生しているんだよということを強

く、その辺もお訴えいただいて、募集チラシの中にもそれを盛り込んだ形で動いて

いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（吉田敏郎） 

防災安全課長。 

○防災安全課長（小玉直樹） 

今、おっしゃられたことは重々承知しておりまして、現在のチラシについても「女

性消防団員募集」というチラシになっておりますので、それを踏まえた中で、女性
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団員も含めた在勤者の入団促進というのは議員が言われるとおり推進していきたい、

このように考えているところでございます。 

○議長（吉田敏郎） 

４番、前田議員。 

○４番（前田せつよ） 

４番、前田でございます。 

先ほど御答弁で、７分団中３分団が特に消防団員が少ないという形のお伺いをい

たしました。企業から、ぜひという形で消防団員に入っていただけるというお声が

あった場合には、皆さんで取り合いにならないように、その辺の調整役を町でしっ

かりしていただいて、「いや、うちのほうに来てもらいたかった」とかというよう

な、せっかくのスタートの時点ですので、その辺の混乱を招かないような形で町の

采配をお取りいただくようにお願いして終わります。 

○議長（吉田敏郎） 

ほかに。 

２番、佐々木議員。 

○２番（佐々木昇） 

２番、佐々木昇です。 

今の同僚議員と私も大体同じような質問になってしまうのですけれども、ちょっ

と細かいところになってしまうかもしれませんけど、よろしくお願いします。 

第４条の１号ですか、ここで改正後、団長が特に必要が認めた者はこの限りでな

いというあれがありますけど、ここに該当する方というのはどのような方を想定さ

れているのか、お伺いします。 

○議長（吉田敏郎） 

防災安全課長。 

○防災安全課長（小玉直樹） 

それでは、お答えしたいと思います。 

なかなか、ここの想定というのは、今、年齢も上限撤廃とかして、在住または在

勤、勤務する者という形になると、それ以外に何があるのだというのが正直なとこ

ろではないかなと思うのですけれども。例えば、常備消防を経験していて退職をさ

れて、ただ、町内在住でも町内在勤でもない方が、例えば開成町の消防団に入りた

い、ぜひ開成町の地域のために役に立ちたいといったような場合なども１つ考えら

れるのかなと思います。 

それと、あと、もう１つは、ここの任命要件のところでもう１つ、町外に転出し

たときということで、先ほど町内の在住者が町外に転出しても団員が引き続き活動

ができるようにというお話もさせていただいたと思うのですけれども、その方が在

勤でなくて町内在住で勤務は町外だよ、ただ、町外に転出したよといった場合には、

この任命要件には当てはまらないのですけれども、分団の中で勤務成績が良好です

とか、主導的な立場でいる方ですとか、しっかりと団員の指導ができる消防団員と
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して必要な方であれば、そういった方も引き続き団員として活動していただけると

いうのも想定した中で、「この限りではない」という文言、条文については残して

いるところでございます。 

以上です。 

○議長（吉田敏郎） 

２番、佐々木議員。 

○２番（佐々木昇） 

分かりました。 

あと、１点ですけれども、企業さんとのお話というところもありましたけれども、

今回、昼間の有事の際の対応というところもございますけれども、企業さんと基本

的に勤務中でも出動できるようなという、そういうお話をされていくということで

よろしいですか。確認させてください。 

○議長（吉田敏郎） 

防災安全課長。 

○防災安全課長（小玉直樹） 

はい、お答えします。 

実は、そこが、実は消防団の幹部会議で検討を重ねてきたのですけれども、一番

大事なところで、在勤者、入ってもらったけど、勤務しているときに昼間の例えば

火災で出動できなければ意味がないんじゃないのというのが、まず１点ありました。 

それと、入団するには、例えば、町外の方で、しっかりと定期的な訓練とか点検

にも参加できる方、それと、できる限り開成町に隣接して居住している方というの

を、企業を訪問した際に、しっかりと丁寧に説明しながら入団促進を図っていただ

きたいという消防団幹部の中での意見がありましたので、その辺も踏まえた中で、

企業にお伺いして説明する際には、丁寧な説明を心がけて、しっかりとした方に入

団していただけるよう啓発していきたいと考えております。 

○議長（吉田敏郎） 

よろしいですか。 

ほかに。よろしいですか。 

（「なし」という者多数） 

○議長（吉田敏郎） 

質疑がないようですので、続いて討論を行います。討論のある方、いらっしゃいま

すか。 

１０番、井上慎司議員。反対ですか、賛成ですか。 

○１０番（井上慎司） 

賛成です。 

１０番、井上慎司です。 

開成町消防団条例の一部を改正する条例について、賛成の立場で討論させていただ

きます。 
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この条例改正で一気に団員不足解消とはいかないと思いますが、町内の事業所で働

く町外在住の方を本町の消防団員として受け入れることが可能となるということは、

消防団員の不足を補う一手として大変有効であると受け止めています。これまでは、

団員が町外に転居してしまうと自動的に団員の資格を失ってしまいましたが、本条例

改正後では団員の流出を防ぐこともできます。 

また、これまで平日、日中の火災では町外に出勤していて出動できない団員も多く

おりましたが、町内在勤の方が広く加わっていただき日中の開成町を守っていただけ

れば、町民のより大きな安心感にもつながります。 

また、町内事業所との防災意識の共有も図れ、今後、起こり得る様々な災害時にお

いても、これまで以上の官民連携が期待でき、交流人口の増加や地域防災全体の強化

という観点で見ても有効であることから賛成いたします。 

以上、私の賛成討論とさせていただきます。 

○議長（吉田敏郎） 

ほかに討論のある方、いらっしゃいますか。 

（「なし」という者多数） 

○議長（吉田敏郎） 

討論がないようですので、採決を行います。 

議案第５６号 開成町消防団条例の一部を改正する条例を制定することについて、

原案に賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを押してください。ボタンの

押し忘れは、ございませんですね。それでは、採決を締め切ります。 

 （賛 成 全 員） 

○議長（吉田敏郎） 

採決の結果、賛成全員によって可決しました。 

日程第１５ 議案第５７号 令和４年度開成町一般会計補正予算（第７号）につい

てを議題とします。 

予算書の説明を順次、担当課長に求めます。 

財務課長。 

○財務課長（高橋清一） 

それでは、議案第５７号 令和４年度開成町一般会計補正予算（第７号）につい

て御説明させていただきます。 

資料の３ページを御覧ください。 

第１表、歳入歳出予算補正の歳入になります。１４款国庫支出金、１項国庫負担

金から１８款繰入金、１項基金繰入金までの補正額の計１億４，２３４万４，００

０円です。 

次に、４ページを御覧ください。 

歳出になります。１款議会費、１項議会費から一番下の１３款予備費、１項予備

費までの補正額、ページは５ページに移ります、補正額の計１億４，２３４万４，

０００円です。歳入歳出ともに１億４，２３４万４，０００円を増額補正いたしま
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して、合計額は７４億２，１６０万９，０００円とするものでございます。 

次に、６ページを御覧ください。 

第２表、繰越明許費です。今回は２件ございます。上段から、２款総務費、１項

総務管理費、事業名、戸籍システム管理費、金額、４５５万８，０００円です。そ

の下、３款民生費、１項社会福祉費、事業名、福祉会館管理費、金額、９２９万８，

０００円。合計額、１，３８５万６，０００円です。 

続いて、その下、第３表、債務負担行為補正です。１、追加、２件ございます。

上段から、事項、開成幼稚園給食調理業務委託料、期間、令和４年度から令和７年

度まで、限度額、４，６５９万６，０００円。次に、事項、福祉会館用地借地料、

期間、令和５年度から令和２４年度まで、限度額、１億５，８６９万２，０００円

です。 

次に、２、変更です。こちらも２件ございます。上段から、事項、ＬＧＷＡＮ系

ドメインサーバ等機器賃借料、期間については変更ございません。限度額について、

補正前、１，３５２万８，０００円、補正後、１，４５４万９，０００円となりま

す。次に、事項、基幹系二要素認証サーバ等機器賃借料、期間については変更ござ

いません。限度額について、補正前、８６３万円、補正後、９２８万２，０００円

となります。 

それでは、補正予算の詳細を歳入歳出補正予算事項別明細書により御説明させて

いただきます。資料１０ページを御覧ください。 

２、歳入です。 

○福祉介護課長（奥津亮一） 

それでは、歳入になります。 

１４款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費国庫負担金、２節障害者介護給

付費等負担金、説明欄、障害者自立支援給付費負担金、７８５万２，０００円の増

額です。歳出で御説明する自立支援給付関係費に充てられます。補助率は２分の１

です。 

３節児童福祉費負担金、説明欄、障害児通所給付費負担金、１，０９３万５，０

００円の増額です。こちらも自立支援給付関係費に充てられます。補助率は２分の

１です。 

○参事兼子育て健康課長（小宮好徳） 

続きまして、２目衛生費国庫負担金、１節保健衛生費負担金でございます。説明

欄、新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金、３，９３８万４，０００円の

増額でございます。こちらは、ワクチン接種に対する費用について、国庫負担金で

措置するものでございます。補助率は１０分の１０でございます。 

○参事兼総務課長（中戸川進二） 

次に、２項国庫補助金です。１目総務費国庫補助金、説明欄、個人番号カード交

付事業費補助金、３６５万９，０００円の増額です。歳出側で説明いたします個人

番号カード交付事務費に充てられる補助金で、補助率は１０分の１０です。 
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○参事兼企画政策課長（田中栄之） 

同じく、１２節地方創生推進交付金、説明欄、新型コロナウイルス感染症対応地

方創生臨時交付金、４，５２１万８，０００円。こちらは、歳出で御説明いたしま

す公共交通対策関係事業及び口座振替Ｗｅｂ申込システム導入業務に充当するもの

です。 

○参事兼子育て健康課長（小宮好徳） 

その下、４目衛生費国庫補助金、１節保健衛生費補助金でございます。説明欄、

新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金、８４１万４，０００円の

こちらは減額でございます。 

○参事兼学校教育課長（岩本浩二） 

続きまして、７目教育費国庫補助金、説明欄、公立学校情報機器整備費補助金、

１３４万１，０００円でございます。ＧＩＧＡスクール構想の推進を目的とした補

助金のうち、学校のＩＣＴを活用した授業環境高度化推進事業を活用いたしまして、

小・中学校、各１台ずつ購入した教務用パソコン及び特別支援教室用電子黒板等に

充当するものです。 

○福祉介護課長（奥津亮一） 

続きまして、１５款県支出金、１項県負担金、１目民生費県負担金、２節障害者

介護給付費等負担金、説明欄、障害者自立支援給付費等負担金、３９２万６，００

０円の増額です。こちらも、歳出で御説明する自立支援給付関係費に充てられます。

補助率は４分の１です。 

続きまして、３節児童福祉費負担金、説明欄、障害児通所給付費負担金、５４６

万７，０００円の増額です。こちらも、自立支援給付関係費に充てられます。補助

率は４分の１です。 

○こども政策担当課長（田中美津子） 

同じく、県支出金、２項県補助金、２目民生費県補助金、説明欄、ひとり親家庭

等医療費助成事業費補助金、６８万円、次のページに移りまして、小児医療費助成

事業費補助金、７９万７，０００円の増額です。こちらは、歳出側の増額に伴う歳

入の増額を見込む金額となります。詳細につきましては、歳出側で説明いたします。 

○参事兼総務課長（中戸川進二） 

続きまして、１７款寄附金、１項寄附金、１目一般寄附金、説明欄、ふるさと応

援寄附金、１，５００万円の増額です。こちらは、ふるさと応援寄附金について、

これまでの実績により当初の想定よりも寄附額が多くなる見込みでございますので、

歳出と併せて増額をさせていただくものです。 

○参事兼企画政策課長（田中栄之） 

続いて、２目総務費寄附金、１節総務管理費寄附金、説明欄、企業版ふるさと応

援寄附金、１３０万円。既に受け入れました１００万円に今後の受入想定額３０万

円を加えた１３０万円を計上してございます。 

○参事兼学校教育課長（岩本浩二） 



－１２５－ 

続きまして、９目教育費寄附金、説明欄、教育振興事業寄附金でございます。１

９万９，０００円でございます。こちらは、篤志家の方からの寄附金２０万円とな

ります。寄附者からの申出によりまして、小学校２校の図書購入費に充当いたしま

す。 

○財務課長（高橋清一） 

次に、１８款繰入金、１項基金繰入金、５目学校校舎等整備基金繰入金、説明欄、

学校校舎等整備基金繰入金、１，５００万円の増額です。歳出側で説明いたします

文命中学校大規模改修工事費に充てるため、基金の取崩しをいたします。取崩し後

の基金の額は、１億２８８万６，０００円となります。 

歳入の説明は以上となります。 

続いて、歳出になります。 

最初に、人件費全般について、総務課長より御説明いたします。 

○参事兼総務課長（中戸川進二） 

それでは、全体の人件費補正について、私から御説明をさせていただきます。 

大変恐れ入りますが、参考資料として御提供させていただいております、ファイ

ル名が１９、職員人件費一覧、１９となっているものをお開きください。資料のタ

イトルが、「各会計の令和４年度補正予算（１２月補正）における職員人件費一覧」

となっているものでございます。 

こちらは、特別職と一般職、全体の総人件費になってございます。まず、職員の

状況でございます。令和４年１２月１日現在の職員数は、特別職を除き１２６名、

これに再任用短時間職員が８名、合計で１３４名の構成となってございます。 

まず、全体について御説明をさせていただきます。 

資料の一番下の行、会計合計欄を御覧ください。一般職給料から共済費まで、補

正前と比較して合計額１，９２２万７，０００円を増額し、特別職分を含む人件費

総額を１０億４，５０１万１，０００円としておりますのは、当初予算編成時に暫

定的な職員配置で見込んだ予算を職員の配置実態に合わせて修正すること、及び昇

級・昇格に伴う共済費の増、さらに令和４年度人事院勧告に基づきまして企業条例

を改正したことが主な要因となってございます。 

続いて、会計区分ごとに御説明を申し上げます。 

まず、それぞれの会計で見込んでいる一般職の人数について申し上げます。一般

会計が１１８名、国民健康保険特別会計が２名、介護保険事業特別会計が２名、土

地区画整理事業特別会計が４名、水道事業会計が４名、下水道事業会計が４名とな

っており、当初予算編成時からの人数の変更はございません。それぞれの会計の各

科目が増額となってございますのは、先ほど全体で御説明させていただきました職

員配置の実態の反映、共済費の増、令和４年人事院勧告対応の３点が主な要因とな

ってございます。 

なお、本説明により各会計での給与費の説明は省略をさせていただきたいと思い

ますので、御了承いただきますようお願いいたします。 
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続きまして、補正予算書、説明書１２ページにお戻りください。歳出の御説明に

戻らせていただきます。 

それでは、１２ページ、２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、説明欄、

ふるさと納税関係費、ふるさと納税推進業務委託料、５６８万円の増額でございま

す。ふるさと応援寄附金について、当初の想定よりも寄附額が多くなる見込みです

ので、歳入予算に合わせてポータルサイト運用委託料等について増額するものでご

ざいます。 

○財務課長（高橋清一） 

次に、４目財産管理費です。説明欄、庁舎管理費、光熱水費、６５０万円の増額

です。こちらは、役場庁舎及び町民センターに係る電気料金について、電気料金の

価格上昇等により予算が不足するための増額でございます。 

なお、この後、順次、各施設ごとで説明がございますけれども、施設ごとの増加

率とは異なりますが、全体的に電気料等の関係においては約３，２００万円ほどの

増額ということでございます。 

○参事兼企画政策課長（田中栄之） 

続きまして、５目企画費、説明欄、企業版ふるさと納税推進支援業務委託料、３

万３，０００円。こちらは、企業版ふるさと納税の受入れを推進するため、プロジ

ェクトの企画、立案、寄附企業の開拓のサポートを業務委託するものでございます。

委託業者を介した寄附受入れの１０％を支払う成果報酬型の委託となります。まず

は、口開けとしまして寄附受入額３０万円を想定し、成果報酬及び消費税を計上し

ております。 

同じく、説明欄、積立金、１，０００円。こちらは、企業版ふるさと応援寄附金

を開成町まち・ひと・しごと創生基金に積み立てる際の歳出科目の設定でございま

す。 

続いて、説明欄、地域公共交通事業者燃料価格高騰対策緊急支援金、７４万２，

０００円。こちらは、地域の足となる地域公共交通の維持確保を図るため、町内に

路線を持つ一般乗合バス事業者、町内に営業区域を含むタクシー事業者に対して、

燃料費の高騰分を補助するものでございます。既に前期分となるものにつきまして

は、令和４年度一般会計予算（第４号）補正で補正をしてございます。今回は、後

期分として補正予算に計上してございます。 

○防災安全課長（小玉直樹） 

続きまして、６目交通防犯費、説明欄、地域防犯力向上事業費、光熱水費、１２

３万３，０００円の増額でございます。こちらにつきましては、町内に設置してあ

ります防犯灯電気料の価格上昇に伴う増額となります。 

○参事兼総務課長（中戸川進二） 

続きまして、１２ページから１３ページにわたってございます。７目電算管理費、

説明欄、電算システム管理費、町村情報システム共同事業組合負担金、３１５万２，

０００円の増額でございます。今回の補正は、次の２点の要因により、当該システ
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ムを管理運用する町村情報システム共同事業組合への負担金を増額するものです。 

まず、１点目は新型コロナウイルスオミクロン株対応ワクチンの接種に向けまし

た健康管理システムの改修費等として２９４万３，０００円の増額、２点目が障害

福祉関係データベースの稼働に向けた障害者自立支援システムの改修費として２０

万９，０００円の増額となってございます。 

○福祉介護課長（奥津亮一） 

続きまして、１２目諸費、説明欄、過年度分精算金、６１３万２，０００円の増

額です。こちらについては、下に記載があります障害者自立支援給付費国庫負担金

などにつきまして、前年度の実績報告に伴い国庫支出金等を返還するものでござい

ます。 

○こども政策担当課長（田中美津子） 

同じく、中段、過年度分精算金、３４４万１，０００円です。子どものための教

育・保育給付費国庫交付金精算金以下、子どもに関する国及び県交付金について、

令和３年度の実績報告により返還するものでございます。 

○財務課長（高橋清一） 

次に、説明欄でその下、過年度分精算金、社会資本整備総合交付金精算金、１，

４００万円の増額です。こちらは、令和２年度の旧庁舎解体工事において、アスベ

スト除去の部分に社会資本整備総合交付金の交付を受けましたが、交付後の完了実

績の手続において、旧庁舎で除去したアスベストについては補助対象外であると国、

県から指導があり、補助金の返納を行うものでございます。誠に申し訳ございませ

んでした。 

続いて、１４ページに移ります。 

○税務課長（山口哲也） 

それでは、２項徴税費、２目賦課徴収費、説明欄、徴収事務費、委託料になりま

す。口座振替Ｗｅｂ申込システム導入業務委託料、６６０万円です。現在、加入申

請書を用い金融機関、役場の営業時間内に窓口にて受付を行っている口座振替申請

をウェブで行えるようにするシステムを導入するものです。 

次に、タブレット型パソコン購入費になります。こちらは、役場窓口でウェブ申

請をされる方がお使いになられるタブレットの購入費、２台を想定しております。 

今回の所要経費は、いずれも全額、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時

交付金を充当いたします。 

○財務課長（高橋清一） 

次に、３項戸籍住民台帳費です。１目戸籍住民台帳費、説明欄、個人番号カード

交付事務費、３６５万９，０００円の増額です。個人番号カード交付事務体制強化

のため、郵便局において交付申請サポートを実施する費用として、町内２局分への

手数料や消耗品などの必要経費のほか、役場における窓口の受付体制も強化するた

め、会計年度任用職員の増員、システムの増設などの費用でございます。 

続いて、１５ページに移ります。 
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３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費です。説明欄、国民健康保険

特別会計繰出金、３０万７，０００円の増額です。給与費の増額相当分を一般会計

から国民健康保険特別会計へ繰出しするものでございます。 

○福祉介護課長（奥津亮一） 

続きまして、その下、介護保険事業特別会計繰出金、４４万６，０００円の増額

です。こちらについては、介護保険事業特別会計における保険給付費等の増額補正

に対して一般会計から法定分を繰り出すものです。 

１つ飛ばしまして、５目障害者福祉費、説明欄、自立支援給付関係費、６，４６

８万１，０００円の増額です。こちらについては、負担金と扶助費がございますが、

自立支援給付費等支払システム再構築負担金、４６万５，０００円につきましては、

当初、見込額で計上していた負担金の額が確定したことによる増額になります。扶

助費、６，４２１万６，０００円、こちらは、当初見込んでいた重度訪問介護の利

用者に係る金額が実績として大幅に増額になったこと、障害児通所給付費も当初の

想定より新規利用者が増加していることによる増額でございます。 

続きまして、６目福祉会館管理費、説明欄、福祉会館管理費、４９１万３，００

０円でございます。こちらは、今般の電気料金の高騰により影響を受けている福祉

会館、こちらの指定管理者のほうに光熱費高騰対策として補助するものでございま

す。 

○こども政策担当課長（田中美津子） 

同じく、民生費、２項児童福祉費、１目児童福祉総務費、説明欄、ひとり親家庭

等医療費助成事業費、扶助費、１３６万円、小児医療費助成事業費、手数料、４万

２，０００円、扶助費、３４６万８，０００円の増額です。本年度のひとり親家庭

等医療費及び小児医療費の支出が当初の想定を上回って推移しております。また、

例年、下半期はインフルエンザをはじめとする感染症の流行等によりまして医療費

の増大が見込まれるため、当初予算に対し不足が見込まれる額を補正させていただ

くものです。 

次のページ、１６ページを御覧ください。 

放課後児童対策事業費、光熱水費、１１万８，０００円です。こちらは、開成南

小学校敷地内に新たに整備しました学童保育所の電気料高騰による光熱水費予算の

不足を補うための増額分です。 

その下、光熱費高騰対策補助金、５０万円の増額です。こちらは、民間学童保育

施設１か所への電気及びガスの価格高騰分に対する補助金で、５０万円を上限とし

て補助金を支給するための予算でございます。全額、国臨時交付金を充てて実施す

るものと考えてございます。 

その下、子育て支援事業費、光熱水費、１４万６，０００円の増額です。駅前子

育て支援拠点の電気料金高騰による光熱水費の不足分について、補正するものです。 

続いて、２目児童措置費、民間保育所等運営支援事業費、光熱費高騰対策補助金、

１５０万円の増額です。エネルギー価格の物価高騰の影響を受けた民間保育所に対
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し１園当たり５０万円を上限として補助金を支給するもので、３園分を計上してお

ります。同じく、財源は全額、国の交付金を充てます。 

○参事兼子育て健康課長（小宮好徳） 

続きまして、４款衛生費になります。１項保健衛生費、２目の予防費でございま

す。説明欄、新型コロナウイルスワクチン接種事業費になります。今回の補正予算

の内容でございますけれども、初回接種を完了した１２歳以上の方へのオミクロン

株に対応したワクチンの追加接種、５歳から１０歳までの小児への３回目接種、生

後６か月から４歳までの乳幼児の接種が開始されてございます。今回の補正予算で

当初予算、第３号補正予算に計上した額に、接種事業が令和５年３月まで期間延長

されたことに伴いまして追加で必要となる額を差額計上させていただきました。 

それでは、説明欄を御覧いただきたいと思います。 

会計年度任用職員報酬、１５２万８，０００円の増額でございます。こちらは賃

金でございます。 

職員手当等、５５万１，０００円の増額。こちらは、会計年度任用職員の賞与で

ございます。 

費用弁償、８万円の増額です。こちらは、会計年度任用職員の交通費でございま

す。 

１０節消耗品費、２９万９，０００円の増額です。通知するためのトナー代等で

ございます。 

光熱水費、２万４，０００円の増額。ワクチンを保管しているフリーザーの電気

料金となります。 

通信運搬費、１５８万円の増額です。こちらは、郵送料等でございます。 

手数料、３４万８，０００円の増額です。こちらは、国保連合会への請求事務手

数料を計上させていただいてございます。 

ワクチン接種委託料、１，３８１万８，０００円の増額です。各医療機関で実施

する接種費用を委託費として支払うものでございます。 

ワクチン接種体制確保委託料、９２０万円の増額です。接種体制整備に係る経費

となります。集団接種会場での費用となります。 

事務機器等保守業務委託料、６０万円の増額でございます。こちらは、コピー機

の保守委託料でございます。 

○財務課長（高橋清一） 

続いて、資料１７ページに移ります。資料の中段付近でございます。 

６款商工費、１項商工費、２目商工振興費です。説明欄、キャッシュレス決済ポ

イント還元事業費、２，０１５万円の減額です。こちらは、町内の中小店舗を対象

に８月に実施いたしました開成町お買物応援キャンペーンについて、ポイントの還

元額及び事務委託の費用が確定したことによる減額でございます。 

○街づくり推進課長（柏木克紀） 

続きまして、７款土木費、１項土木管理費、１目土木総務費、説明欄、土木総務
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事務費、次ページに移ります、光熱水費に当たります。道路照明における電気料の

高騰により、２０３万５，０００円の増額となります。 

その下、７款土木費、３項河川費、１目河川維持費、説明欄、水路維持管理事務

費、光熱水費。こちらにつきましては、２級河川の堰の電気代、そして調整池のポ

ンプの電気代の高騰により増額をするものです。金額につきましては、５５万６，

０００円となります。 

○区画整理担当課長（井上 昇） 

続きまして、１つ下の段、４項都市計画費、１目都市計画総務費、２７節繰出金、

説明欄、駅前通り線周辺地区土地区画整理事業特別会計繰出金、６５万円です。こ

ちらは、特別会計の補正予算を計上することに伴いまして職員給与費の繰出しを行

うものでございます。 

○参事兼環境上下水道課長（井上 新） 

続きまして、２目下水道費、説明欄、下水道事業補助金、２，５１９万６，００

０円。こちらは下水道事業会計への補助金となっておりますけれども、主立ったと

ころは下水道使用料の基本使用料の減免分の補正という形です。 

○街づくり推進課長（柏木克紀） 

続きまして、３目公園費、説明欄、公園維持管理事務費、２７万３，０００円の

増額です。こちらにつきましては、公園についております照明の電気代高騰により

増額するものです。 

○防災安全課長（小玉直樹） 

続きまして、１８ページから１９ページになります。 

消防費です。３目消防施設費、説明欄、消防施設管理費、光熱水費、５万４，０

００円の増額でございます。こちらにつきましては、７か所の消防団詰所電気料の

価格上昇に伴う増額となります。 

○参事兼学校教育課長（岩本浩二） 

続きまして、９款教育費、１項教育総務費、２目事務局費、説明欄、給食事業特

別会計繰出金、７７万１，０００円でございます。こちらは、７月随時会議、第４

号補正におきまして物価高騰等の影響による給食食材費の補填として７４５万２，

０００円をお認めいただきましたが、物価高騰が今なお継続しており、安定した給

食運営を維持するため、消費者物価指数の推移に基づく再算定の結果、前回補正額

に不足が想定されるため追加の補正をお願いするものです。 

続きまして、２項開成小学校費、１目学校管理費、説明欄、学校管理運営関係費、

光熱水費、２５５万円でございます。コロナ禍における換気を行いながらの非効率

な冷暖房の利用や、電気、燃料費の値上げの影響による不足に対して補正をお願い

するものです。 

なお、この後の園・学校の電気料、燃料費につきましては、同様の理由となりま

すので説明を省略いたします旨、御承知おきいただければと思います。 

続いて、２目教育振興費、説明欄、教科外運営関係費、図書購入費、１０万１，
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０００円です。歳入で申し上げました篤志家の方からの寄附により、児童用図書を

購入いたします。 

続きまして、一番最後の欄から次ページ、ごめんなさい、次ページをお願いしま

す、光熱水費は省略をさせていただいて、次ページ、２目教育振興費の教科外運営

関係費、開成南小学校費、３項の開成南小学校に入っています、図書購入費、１０

万１，０００円です。こちらにつきましても、開成小学校同様に、篤志家の方から

の寄附により児童用図書を購入するものです。 

続きまして、４項中学校費、１目学校管理費、説明欄、施設整備事業費、文命中

学校大規模改修工事費、１，９２３万円です。施工中の大規模改修工事につきまし

ては、おおむね順調に工事が進行しております。工事も終盤に入っておりますが、

さらに、この施工期間におきまして生徒の安全・安心の確保、学習活動の効果を高

めることなどに必要な内容の追加工事をお願いするものでございます。 

主な内容といたしましては、廊下壁面へのポスター掲示等による傷や、壁の傷や

劣化等の防止のための掲示板の設置、普通教室への窓ガラス飛散防止フィルムの貼

付け、自転車駐輪場の屋根や支柱の撤去、及びグラウンド綱鉄棒の撤去、それと廊

下壁面部の幅木設置等を実施させていただくものです。 

続きまして、２目教育振興費、説明欄、教科外運営関係費、パソコン部用パソコ

ン設定業務委託料、７４万８，０００円でございます。１人１台端末の整備により

まして、既存のパソコン教室の利活用につきましては、大規模改修工事におきまし

て集会室に改修することを予定しております。この改修によりましてパソコン部の

活動で使用しておりました既設の有線で使用するパソコンの利用ができなくなるこ

とから、無線で使用できるパソコンを１５台、融通を開成小学校からいたしまして、

パソコン部の活動用として改めて設定するための経費となります。この設定により

まして、使用場所を限定せずに自由で柔軟な活動が可能となるよう措置してまいり

ます。 

続きまして、５項幼稚園費、１目幼稚園管理費、説明欄、幼稚園管理運営関係費、

滑り台遊具更新工事費、５９５万８，０００円です。園庭に既設の滑り台につきま

しては、今年度の遊具点検におきまして老朽化が指摘され、確認作業におきまして

も、さびによる劣化等が見られたため、今後、園児たちの活動時での事故等の発生

が懸念されます。また、コロナ禍におきまして屋外での遊具を使用した遊びは園活

動における重要な体力づくりの場でもあり、とりわけ滑り台の人気も高いことから、

既設滑り台を撤去し滑り台型の遊具を更新するものです。なお、こちらは地方創生

臨時交付金を活用いたします。 

続きまして、２目幼稚園振興費、説明欄、幼稚園生活支援員等配置事業費、４２

万２，０００円です。本年９月及び１１月にベトナム国籍の園児が１名ずつ入園し、

保護者も含めまして日本語でのコミュニケーションが困難であるとともに、日本で

の生活にも慣れていない状況が見られ、家庭及び園生活全般にわたり支援を要する

ことから、きめ細かな対応を行い教育環境の充実等を図るため、幼稚園生活支援補
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助員２名の勤務時間を週３日から週４日に拡大するための報酬及び手当等の経費を

措置するものでございます。 

○財務課長（高橋清一） 

続いて、１０款公債費、１項公債費、１目元金、説明欄、町債元金償還金、７７

万４，０００円の増額、そして、その下、２目利子、説明欄、町債償還利子、１５

２万８，０００円の減額です。こちらは、一部の借入れについて、利率の見直しな

どに伴う元金の償還及び利子の額が確定したことによる、それぞれ増額、減額でご

ざいます。 

○参事兼環境上下水道課長（井上 新） 

１１款諸支出金、１項公営企業支出金、１目水道事業支出金、説明欄、水道事業

会計補助金といたしまして、主に水道料金の基本料金の減免分の補填という形でご

ざいます。 

○財務課長（高橋清一） 

続いて、２２ページに移ります。 

１３款予備費でございます。今回の補正による歳入歳出の差額について、予備費

を９，９２２万７，０００円の減額により調整いたします。 

説明は以上となります。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（吉田敏郎） 

皆さんにお諮りします。今、再開した後、１時間ほどたちました。これから、皆

さん、質疑のほうに進んでもよろしいでしょうかね。それとも、一旦休憩してから

質疑に入りますか。質疑のある方、挙手してもらえますか。進めてしまって、よろ

しいですか。質疑、進めてしまっていいですか。入ってしまって。それとも、休憩

しますか。１５分後ですけれども。 

では、暫時休憩といたします。質疑は、その後、移りますので、再開を１４時４５

分とします。 

午後２時３１分 

○議長（吉田敏郎） 

再開いたします。 

午後２時４５分 

○議長（吉田敏郎） 

令和４年度開成町一般会計補正予算（第７号）の説明が終わりましたので、質疑

を行います。 

質疑を。私が言ってから、「質疑をどうぞ」と言ってから手を挙げてください。

質疑をどうぞ。 

３番、武井議員。 

○３番（武井正広） 

３番、武井です。失礼いたしました。 

歳出の総務費、諸費、過年度分精算金、社会資本整備総合交付金精算金の１，４
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００万円について、お聞きします。先ほど財務課長のほうで説明と謝罪がありまし

たけれども、旧庁舎の解体に伴うアスベストの撤去で、補助金が適用外であったと

いうことが後で判明したから返済するということですが、この間違いによって旧庁

舎の解体というのは、アスベストが絡んでいたのでかなり高額になったと考えてお

りますが、解体工事費にはどのような影響があったのでしょうか。 

○議長（吉田敏郎） 

財務課長。 

○財務課長（高橋清一） 

お答えします。 

アスベスト自体は、ございました。こちらについて、法令等にのっとって適切な

処理をした中でのことでございますので、歳出費用として補助金を受けたから、受

けないからということでの増額、減額ということはございません。ですので、あく

までも除去費については、基本的に労働安全衛生法ですか、そういったような関係

法令に基づきまして適正に措置させてもらった関係では、歳出には特に影響がない

というところでございます。 

以上です。 

○議長（吉田敏郎） 

３番、武井議員。 

○３番（武井正広） 

工事費には影響がなかったということで、何とかよかったのですけれども。ちな

みに、こういうケースというのは、よくあることなのですか。 

○議長（吉田敏郎） 

財務課長。 

○財務課長（高橋清一） 

お答えします。 

「よくあるか」と言われると、「あまりないです」ということです。というのは、

基本的には、様々な補助金等を活用する場合においては、事業主管課のほうでよく

要綱を確認いたしまして、確実に獲得できるような部分という部分を確認した上で

行っています。また、不明確な部分があれば問合せ等をした中で、そこを明確にさ

せた上で事務を進めていくというところでございます。 

今回に当たっては、そういった不明確な部分があったという部分は事前に承知は

してございました。ただ、そこも含めた中での手続をして、確認等もした中でやっ

ていたと。ただ、最終的な部分で確認が漏れていた。そこが本当に過失かなとは思

うのですけれども、何分にも、そういった事業費については、できるだけ補助金等

の活用をという、真摯に業務に当たった結果、そういった部分の確認が最終的にで

きなかったと。 

それについて、もちろん県においても事務委任を受けてそういった書類の手続等

をしておりますので、その中で確認を事前にしていただければありがたかったので
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すけれども、なかなか、それも、今回、アスベストという部分については、県内に

おいても事例が少なかったということも県から聞いてございます。そんな中でいう

と、若干、県のほうでも不慣れたところがあったのかなと思いつつも、そこは県の

せいにもできませんので、こちらとしても、そういうところはきちんと確認が不足

していたというところでございます。 

以上です。 

○議長（吉田敏郎） 

よろしいですか。 

１１番、湯川議員。 

○１１番（湯川洋治） 

１１番議員、湯川でございます。 

今の質問に関連しまして。今回の事例というのは、国、県、要するに町との間に

大きなそごがあったということだと思うのですけれども、いわゆる元年でアスベス

トの含有分析調査を委託していまして、これが１４３万７，１５０円の支出をして

いるのです。これが全く無駄になってしまったということなので、これは過ぎてし

まったことなのですけれども、今後はこのようなことのないように、より慎重な確

認作業をしていただきたいと思うのですけれども、いかがですか。 

○議長（吉田敏郎） 

財務課長。 

○財務課長（高橋清一） 

お答えします。 

解体工事前のアスベストの調査につきましては、これは法令上でいうと必須でご

ざいます。そういった建築年度が古いものについては、含有建材があるという可能

性もありますので、そこは必ず行って必要な部分について。今回、役場旧庁舎で見

ますと、レベルが低い部分が多かったなと思いますけれども、であったとしても、

そこは、ある程度、場所を特定した上で必要な措置をする上では事前調査は必要で

あったというところでございます。 

ただ、その後の補助金適用において、可能な限り補助金でできればという形の中

で進めた結果、一部については確認不足があったというところでは、本当に大変申

し訳なかったと思っております。 

以上です。 

○議長（吉田敏郎） 

１１番、湯川議員。 

○１１番（湯川洋治） 

今の課長の説明で、委託料で使ったお金というのは必須科目で、今回のそごの関

係とは全く無関係だということでよろしいのですね。確認です。 

○議長（吉田敏郎） 

財務課長。 
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○財務課長（高橋清一） 

はい、そのとおりです。 

○議長（吉田敏郎） 

よろしいですか。 

ほかに。先ほど、手がいっぱい。 

６番、星野議員。 

○６番（星野洋一） 

６番、星野です。 

１５ページの中段より少し下、６、福祉会館管理費、４９１万３，０００円につ

いて、少しお尋ねしたいと思います。 

これは電気料高騰対策として４９１万３，０００円を補助しているということな

のですが、基本的に電気料をかなり多く使う福祉会館としては、これでは十分な対

策としてなっているのかどうか。その辺のところを社協、指定管理者としっかりと

調整しているのかどうか、その辺について少しお聞かせください。 

○議長（吉田敏郎） 

福祉介護課長。 

○福祉介護課長（奥津亮一） 

それでは、ただいまの議員の御質問にお答えさせていただきます。 

まず、今回のこちらの補正予算を計上させていただく際には、議員おっしゃられ

たとおり、指定管理者であります社会福祉協議会と調整を行った上で、また、必要

な額につきましても昨年度と今年度の使用電力量や単価の比較などから積算をして

いるもので、調整をした上での金額となってございます。 

以上でございます。 

○議長（吉田敏郎） 

６番、星野議員。 

○６番（星野洋一） 

６番、星野です。 

私も少し調べたところでは、４９０万、これよりもかなり電気料金として値段が

上がっていて、もう大分苦労しているという話は聞いたことがあるのですけれども。

私が心配するのは、高齢者福祉、これの業務に携わっている社会福祉協議会で、こ

の業務が予算が足りなくて問題が起きる、うまくいかなくなることを大変心配して

おりまして。それに対して、まだまだ足りないところを、これから次年度の予算と

か、そういう補正とかで、まだまだやっていくのかどうか。その辺も含めて、これ

からどうするのか、その辺のところをもう一度、よろしくお願いいたします。 

○議長（吉田敏郎） 

福祉介護課長。 

○福祉介護課長（奥津亮一） 

それでは、ただいまの御質問にお答えします。 
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まず、今年度のものにつきましては、先ほど言った今年度の見込みを指定管理者

と調整をした上での計上になってございますので、基本的には、こちらのほうで足

りていると、今年度に限っては足りていると認識をしております。 

また、来年度の予算につきましては、今、ちょうど、今後、査定等が入ってきま

すけれども、指定管理者と当然、調整をした中で、電気については話をしていくこ

とになるのかなと想定をしてございます。 

以上でございます。 

○議長（吉田敏郎） 

６番、星野議員。 

○６番（星野洋一） 

了解いたしました。これから査定、調整でしっかりそこのところをやっていただ

いて、高齢者福祉に支障がないように、よろしくお願いしたいと思います。 

以上です。 

○議長（吉田敏郎） 

２番、佐々木議員。 

○２番（佐々木昇） 

２番、佐々木昇です。 

福祉会館の関連で、６ページ、債務負担行為補正というところで、借地料、２０

年間の契約ということになっていますけれども、建物の老朽化とか、そういうとこ

ろを考えた中で、この２０年間というのをどのように考えたのか。また、そういう

２０年間の契約という決まりとかがあるのか、その辺について御説明をいただきた

いと思います。 

○議長（吉田敏郎） 

福祉介護課長。 

○福祉介護課長（奥津亮一） 

それでは、議員の御質問にお答えさせていただきます。 

まず、こちらにあります２０年間というものなのですけれども、現在、福祉会館

は借地契約を行っております。それが、一番はじめの契約としまして、まず借地借

家法という法律上、３０年間という契約期間となってございます。それが、ここで

切れるというところでの更新になります。１回目の更新になりますので、そちらに

つきましても、その法律上、契約期間２０年という形になってございますので、２

０年契約となりますので、債務負担についても２０年間という設定をさせていただ

いています。 

ただ、先ほど福祉会館、老朽化がというお話もございましたけれども、そちらに

ついては、今後、町の福祉会館に限らず、他の公共施設も含めて今後の在り方など

は検討していくことになるのかなと思っておりますので、その際には福祉会館も当

然、どうしていくのだというところ、直す、直さないというところも含めて検討し

ていくことになるのかなと考えております。 
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以上でございます。 

○議長（吉田敏郎） 

２番、佐々木議員。 

○２番（佐々木昇） 

分かりました。借地借家法ということで、私も、その辺、まだ素人なので、もう

１つ聞きたいのですけど、例えば、１０年間で、その契約というのは、その法律は

切れないものなのですか。すみません。素人で申し訳ございませんけど、確認させ

てください。 

○議長（吉田敏郎） 

福祉介護課長。 

○福祉介護課長（奥津亮一） 

契約上は、２０年契約というのを結ばせていただいております。ただ、こちらは、

現時点では、それを途中で解約というのは今、想定はしておりませんし、恐らく解

約をするときには貸主と調整という話にもなるのかなと思うのですけれども、現時

点で途中での解約を考えておりませんので、２０年の契約を２０年で設定としてご

ざいます。 

○議長（吉田敏郎） 

よろしいですか。 

ほかに質疑はございますか。 

４番、前田議員。 

○４番（前田せつよ） 

４番、前田せつよでございます。 

１２ページ、目、企画費でございます。ちょっとお待ちください。 

先ほど、ふるさと納税に関わる件で、新規に企業版ふるさと納税推進支援業務委

託料ということで企画事務費という説明がございました。ふるさと納税の推進支援

ということで、新たに委託業務を開始するということでございますので、委託業者

の選定、また、今まで町が担ってきた部分と、そこにまた委託業者が関わって、ど

のようにこれが展開されるのか、今後の流れ。また、それと関わっていてくださっ

た職員との、どのような関わり方をして今後、進めていくのかということで、もう

一重、御説明願えたらと思います。 

○議長（吉田敏郎） 

参事兼企画政策課長。 

○参事兼企画政策課長（田中栄之） 

それでは、お答えをしたいと思います。 

既にお受けいたしました１００万円というものは、町が主導で、お会いする中で

お願いをして、お名前を申し上げますと中栄信用金庫様から頂戴をいたしました。

大変、ありがたいお話でございました。 

  ただ、やはり我々サイドで動いていくには限度がございます。そこで、個人のふ
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るさと納税と同じで、企業版にもポータルサイトというものが存在をしておりまし

て、広く全国に向けて町の取組を御紹介しまして、いわゆるマッチングもさせてい

ただいたり、あるいは町の取組に対して御助言をいただいて、こういう部分をもう

少しブラッシュアップしていくと寄附が集まりやすくなるのではないかというよう

な御助言もいただきながら。これから間口を広げていくという意味でいうと、やは

りチャンネルは多いほうがいいと思ってございますので、こういった委託の業者さ

んを促しながら広めてまいりたいなと考えております。 

実際には、町側のメリットとしては、そういう意味では寄附企業との新たな連携

ですね。お金を頂戴するだけではなくて、以降、事業の構築であるとか展開を一緒

にやっていきたいということ。それから、まだまだ開成町というものの認知度が十

分ではないということは我々も承知してございますので、そういったポータルサイ

トでお伝えをしていきたいなというのが１点でございます。 

また、一方、企業側からのメリットが一番大きいのは何かといいますと、クレジ

ットカード等で御寄附がいただけると。現金であるとか口座振込ではなくて、企業

の支出の処理の中で大変スムーズに処理ができるということ。また、そういうポー

タルサイトで、Ａ社さんが開成町に、こういう理由で、これだけの金額を御寄附い

ただいたよということが大きく取り上げられるということからすれば広告にもなる

ということで、お納めいただく側からも、御寄附いただける側からも十分メリット

があると考えてございます。 

ただ、１点、ちょっと気になりますのは、ポータルサイトが、今のところ十分に

機能しているのが１つしか実はございませんので、これがもう少し広がって個人版

のように３つ、４つとなってくれば、また間口が広がるのですけれども、まずは先

ほど申し上げた口開けとしまして一つ、こういったところの力を借りてこの取組を

やっていきたいなということで、今回は予算を計上してございます。 

○議長（吉田敏郎） 

４番、前田議員。 

○４番（前田せつよ） 

４番、前田せつよでございます。 

ポータルサイト、それにも広がりを持った形で、様々、ふるさと納税の推進の展

開に御尽力いただけたらと思います。 

○議長（吉田敏郎） 

ほかに質疑はございますか。 

１番、下山議員。 

○１番（下山千津子） 

ページ２１ページの教育費の中の滑り台遊具更新工事費で……。 

○議長（吉田敏郎） 

下山議員、マイク、もうちょっと下げてくれますか。 

○１番（下山千津子） 
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失礼しました。１番議員、下山千津子でございます。 

ページ２１ページの教育費の中の滑り台遊具更新工事費、５９５万８，０００円

が計上してございます。説明ですと、老朽化のため買い換えるということと、園児

にとりまして体力づくりにもなるという御説明でございました。この工事の入札方

式をお聞きいたしますが、指名あるいは一般競争のどちらかを採用される予定でご

ざいますでしょうか。お聞きいたします。 

○議長（吉田敏郎） 

財務課長。 

○財務課長（高橋清一） 

お答えします。 

契約手続の関係でございますので、財務課のほうでお答えさせていただきます。 

今回の金額等から考えますと、指名競争入札という形の中で実施になると思いま

す。 

以上です。 

○議長（吉田敏郎） 

よろしいですか。 

ほかに。 

２番、佐々木議員。下山さん、ありますか。はい、どうぞ。下山議員、どうぞ。 

○１番（下山千津子） 

１番、下山千津子でございます。 

新規の滑り台に対する塗装とか補修などに対応した保証期間は、このたびの契約

に盛り込まれる予定なのでしょうか、お聞きいたします。 

○議長（吉田敏郎） 

下山議員、今の指名入札のこの金額に、その辺が含まれているかということでよ

ろしいですか。もう一度、質問の要旨を教えてもらえますか。 

○１番（下山千津子） 

新規の滑り台に対する塗装などに対応した保証期間は、このたびの契約に盛り込

まれる予定なのでございますか、お聞きいたします。分かる範囲でよろしいです。 

○議長（吉田敏郎） 

財務課長。 

○財務課長（高橋清一） 

お答えします。 

一般的に工事についてでいいますと、工事約款という形の中で、工事業者とのル

ールという形で取り交わします。この中で、設置された部分については瑕疵がない

ようにという形の中で、本来、安全に作られる遊具については、その形態をきちん

と維持するような形の中での保証というのが、約款上でいうと、ちょっと今、手元

に資料がないのですけど、１年ないし２年とか、そういったような期間については

保証がされて安全に使用ができる。 
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ただ、運用上の話はまた別になりますので、そこはきちんと、設置した後の使用

者、また周辺の関係者によって運用されていきたいというところでございます。 

以上です。 

○議長（吉田敏郎） 

よろしいですか。 

２番、佐々木議員。 

○２番（佐々木昇） 

２番、佐々木昇です。 

御説明で老朽化で緊急に滑り台のあれが必要だということでしたけれども、もう

ちょっと詳細な御説明をお願いしたいと思います。 

○議長（吉田敏郎） 

佐々木議員、もう一度。 

○２番（佐々木昇） 

２番、佐々木昇です。 

私、こちらは学校施設台帳というのがあったと記憶しているのですけれども、そ

ちらでこういうのを計画的に調査して、遊具の更新とか、そういうのをやられてい

ると思っていたのですけど、ここで緊急に老朽化ということで、こういう取替えの

工事ということだったので、どういう状況が起こったのかなというところで、ちょ

っと。ほかのそういう施設のことも、そういうことが起こるとちょっと心配な部分

もありますので、その辺の確認をしたかったので質問させていただきました。 

○議長（吉田敏郎） 

参事兼学校教育課長。 

○参事兼学校教育課長（岩本浩二） 

お答えをさせていただきたいと思います。 

まず、御説明さしあげたとおり、保守点検で老朽化等の指摘があったと。本来で

あれば、今、言われるように補修、修繕みたいなことで対応していくのだとは思う

のですけど、先ほど説明の中でも言わせていただいたとおり、ここで交付金が使え

るタイミングがあったので、今、旧型の滑り台といいますか、階段、はしご的な階

段を上って滑ってくるものなので、そこが、もう、上った先がさびてしまっている

という状況もありますので、けが等の心配をするよりは、そういう交付金とかを使

えるタイミングで更新をして、より安全に、より楽しく、運動にも効果があるよう

な遊具が入ればいいなということで、ここで上げさせていただいたと。 

計画的にということは承知しておりますが、それなりのタイミングもありますの

で、このタイミングが、たまたま、そのタイミングに当たったということで認識は

しております。 

以上です。 

○議長（吉田敏郎） 

２番、佐々木議員。 
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○２番（佐々木昇） 

分かりました。説明を受けたときに、大げさに言ってしまうと、緊急事態的な部

分が出たのかなと自分であれしましたので。そういうタイミングとかという中で、

ほかの遊具とかに関しては、しっかりとそういう調査とかをされているということ

で理解してよろしいでしょうか。 

○議長（吉田敏郎） 

参事兼学校教育課長。 

○参事兼学校教育課長（岩本浩二） 

お答えをいたします。 

定期点検ですとか保守点検というものは、他の施設の遊具等も含めて、しっかり

と今後もやっていきたいと思います。ありがとうございます。 

○議長（吉田敏郎） 

よろしいですか。 

４番、前田議員。 

○４番（前田せつよ） 

４番、前田せつよでございます。 

関連して質問をさせてください。このたび、一番最初に御説明の中で、点検、今

年度の点検という御説明がありました。また、今、定期点検、保守点検という形の

点検についてのフレーズが、そのような言葉が届いているわけでございますが、た

だ、学校教育施設、保育園、幼稚園施設におきますと、日常点検ということがしっ

かりと定着化していると私は認識してございまして。 

日常点検においては、安全領域の点検、遊具全体の点検、金属部の点検、ベース

部、その他、子どもたちがいたずらなんかをして帰っていかないかどうかなど、基

本的な日常点検というものがマニュアル化されて、きちんと、そういう施設には。

常に、そういうものの中で学校、保育園、幼稚園が運営されていると私は承知して

おるところでございますが。 

その点も踏まえまして、今回、このような形で予算が計上されたという部分で、

特に、新工事費ということで説明欄にはございます。こうなった場合に、滑り台に

おきましては、遊具の周り約２メートル以内に障害物がしっかりないというものを

確認して、その設置場所を決める等々のものがきちんと、そういうものの裏づけが

あってから工事等々に動いていくわけでございますが、この辺の部分につきまして、

今回計上された滑り台の遊具更新工事費に至るまでの今の部分からでの御説明を、

いま一重いただければと思って質問いたします。 

○議長（吉田敏郎） 

参事兼学校教育課長。 

○参事兼学校教育課長（岩本浩二） 

お答えいたします。 

議員御指摘のとおり、点検関係については、常日頃から行っているという状況は
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当然のごとく、やらせていただいています。ただ、これまで定期点検等で指摘があ

った部分については、幼稚園でいえば用務員さんが日々点検をした上で、そういう

指摘があれば随時、修繕をしていただいて、子どもたちが利用する際に、けが、事

故等がないように配慮しているところでございます。 

それと、設置場所についてですが、当然、先ほど申し上げたように、今ある旧型

の滑り台をそのまま、また持ってきて更新するという話ではないので。今どきのと

いうか、もうちょっと低い形の、滑るところも複数箇所あって、ある程度、滑り台

の用途だけでなくて体力づくりの用途なんかも複合的に使えるような遊具をという

考えがございますので、体力づくりに使う目的もございますので。 

設置場所の適正な設置場所についても、当然、そこが決まらなければ物の大きさ

も決まってきませんので、そこはもう事前に十分に園を交えて調査をさせていただ

いて、今の場所に十分つくと、この大きさならつくというものを仕様として用意し

て、これから設置工事に臨んでいきたいと考えています。 

以上です。 

○議長（吉田敏郎） 

４番、前田議員。 

○４番（前田せつよ） 

４番、前田せつよでございます。 

ここの設置場所についてもということでお話をいただきました。日常点検の遊具

の点検の基本の「き」となる安全領域の遊具の設置場所は、１．８メートル以内に

障害物がない、地面にへこみや水たまりがないというのが最低限の安全領域設置場

所だということが普通、言われている事柄でございますので、十分、それは御承知

のこととは思いますが。また、今、御説明いただいたように、園側、それから保護

者、子どもたちにとっても、また、動線とか様々な視点から多方面にわたって御検

討いただいて、楽しみにしております遊具かと思いますので、よろしく、その点、

お願いいたします。 

以上です。 

○議長（吉田敏郎） 

教育長。 

○教育長（井上義文） 

幼稚園施設の安全に関わって御提言、ありがとうございます。点検ということだ

けについてお話ししますと、幼稚園の先生方は毎朝、始業点検をしてございます。

全部の遊具を目視、あるいは触れて、ゆがみ等、揺れがないかなどなど、もう当た

り前のごとく、「べき」のことですので、当たり前のように毎朝実施しています。

それから、幸いなことに支援の方も大勢つけていただいておりますので、そこで遊

ぶ場合も支援の方等が落ちないようにとか、順番を守るとかなど、安全性及び社会

性、確認をしたり育てたりしながらの遊びをしております。 

年に１回ないし２回、全ての学校の遊具についてはプロの点検を導入して実際、



－１４３－ 

行っていただいておりますので、そこについて報告書が出ています。老朽化、劣化

していますと、数年のうちにはお取替えをお考えくださいなどというような報告も

出ておりますので。 

たまたま幼稚園の滑り台、複合の遊具については、若干、そのような御指摘も含

まれておるような中で、園としては数年内には取り替えたいという希望もあったと

ころ、たまたま、ここで交付金も使えるということですので、それでしたら町財政

にとっても助かるということで。あと、安全担保も、より一層できるということで、

ここで思い切りいこうということで提案させていただいているところです。 

以上です。長くなりました。 

○議長（吉田敏郎） 

ほかに質疑はございますか。 

３番、武井議員。 

○３番（武井正広） 

３番、武井です。 

歳出の総務費、財産管理費の庁舎管理費の光熱費のところです。６５０万、計上

されていますが、財産管理費全体としては１億６６５万７，０００円から６５０万

アップということですけれども、庁舎の光熱費だけ見ますと今年度予算は９８０万

６，０００円と。そこに６５０万が計上されると、約１．５倍になってしまうと。

今、エネルギー価格高騰は当然分かっていますし、かかってしまうものはしようが

ないのですけれども、さすがに１．５倍というのは、ちょっと見たときに衝撃的で

あって、今後の見通しとか、そういうことも含めて、いかがでしょうか。 

○議長（吉田敏郎） 

財務課長。 

○財務課長（高橋清一） 

お答えします。 

庁舎の関係、町民センター等の電気料ということで、今回、６５０万円の増額を

上程させていただきました。内容としましては、主には電気料金の高騰というとこ

ろと合わせまして、町民センター側の利用の増加というのがございます。これは、

令和３年度において一部改修工事等をやって利用が制限されていたという部分があ

って、その中で令和４年度の予算は計上させていただいております。その中でいう

と、割と、役場庁舎自体でいうと、利用料金的なものは、量です、かさのほうにつ

いては、そんなに増えてはいないのですけれども、町民センター側のほうが量、使

用している量が増えていると。それに合わせて、また料金、単価が上がっていると

いうものも相まってというところでございます。 

ですので、料金の価格の上昇率から言いますと、おおよそ見て、ある程度分析し

ている中でいうと、３４～３５％ぐらいが料金としては前年度から単価的には上が

っているだろうと。それに合わせて町民センターの使用量が１点数倍という形、そ

れが合わさって、全体の電気料金としては１．５倍何がしという形での算定をして
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いるというところでございます。 

以上です。 

○議長（吉田敏郎） 

よろしいですか。 

ほかに、質疑はございませんか。よろしいですか。 

 （「なし」という者多数） 

○議長（吉田敏郎） 

ないようですので、続いて討論を行いたいと思います。討論のある方、いらっしゃ

いますか。 

 （「なし」という者多数） 

○議長（吉田敏郎） 

討論がないようですので、採決を行います。 

議案第５７号 令和４年度開成町一般会計補正予算（第７号）について、原案に賛

成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを押してください。ボタンの押し忘れ

は、ございませんですね。それでは、採決を締め切ります。 

 （賛 成 全 員） 

○議長（吉田敏郎） 

採決の結果、賛成全員によって可決しました。 

日程第１６ 議案第５８号 令和４年度開成町国民健康保険特別会計補正予算（第

２号）についてを議題とします。 

予算書の説明を副町長に求めます。 

副町長。 

○副町長（加藤一男） 

副町長の加藤でございます。今日、担当課長が不在でございますので、私から説

明をさせていただきます。 

令和４年度開成町の国民健康保険特別会計補正予算（第２号）について、説明を

いたします。 

３ページを御覧いただきたいと思います。 

第１表、歳入歳出予算補正でございます。３款県支出金から５款繰入金で、補正

額計１，３６０万６，０００円、歳入合計の計１６億５，２０２万９，０００円。 

次のページを御覧ください。 

歳出でございます。１款総務費から２款保険給付費で、補正額及び計ともに歳入

と同額でございます。 

今回の補正は、高額療養費支給額が当初の推計を上回る水準であるため、現状の

水準に合わせて増額するのと、新型コロナウイルスに感染された方に対して、その

休業日数に応じて支給する傷病手当金を増額するものでございます。 

それでは、予算に関する説明書の事項別明細書、８ページを御覧ください。 

２の歳入でございます。３款県支出金、２項県補助金、１目保険給付費等交付金、
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説明欄、保険給付費等交付金（普通交付分）、補正額１，３０８万３，０００円。

こちらは、高額療養費増額相当分に交付される交付金です。 

保険給付費等交付金（特別交付分）、補正額２１万６，０００円の増。こちらは、

傷病手当金に交付される特別交付金でございます。 

５款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、説明欄、職員給与費等繰

入金、補正額３０万７，０００円の増。人勧による職員給与費の増による特別会計

への繰入金でございます。 

３番、歳出です。９ページをお開きください。 

２款保険給付費、２項高額療養費、１目一般被保険者高額療養費、説明欄、一般

被保険者高額療養費、１，３０８万３，０００円の増。高額療養費支給額が当初の

推計を上回る水準であるため、現状の水準に合わせて増額するものでございます。 

２款保険給付費、６項傷病手当諸費、１目傷病手当金、２１万６，０００円の増。

新型コロナウイルスに感染された方に対して、その休業日数に応じて支給する手当

金を増額するものでございます。実平均３万６，０００円掛ける６件分を見込んで

ございます。 

説明は以上です。御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（吉田敏郎） 

説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑をどうぞ。ございませんか。 

 （「なし」という者多数） 

○議長（吉田敏郎） 

ないようですので、討論を行います。討論のある方、いらっしゃいますか。 

 （「なし」という者多数） 

○議長（吉田敏郎） 

討論もないようですので、採決を行います。 

議案第５８号 令和４年度開成町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）につい

て、原案に賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを押してください。ボタ

ンの押し忘れは、ございませんですね。それでは、採決を締め切ります。 

 （賛 成 全 員） 

○議長（吉田敏郎） 

採決の結果、賛成全員によって可決しました。 

日程第１７ 議案第５９号 令和４年度開成町介護保険事業特別会計補正予算（第

２号）についてを議題とします。 

予算書の説明を担当課長に求めます。 

福祉介護課長。 

○福祉介護課長（奥津亮一） 

それでは、議案第５９号 令和４年度開成町介護保険事業特別会計補正予算（第

２号）を御説明させていただきます。 

予算書３ページを御覧ください。 
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第１表、歳入歳出予算補正、歳入でございます。３款国庫支出金から７款繰入金

までで、補正額合計１９６万２，０００円、合計が１２億９，６０５万９，０００

円。 

４ページを御覧ください。 

歳出でございます。１款総務費から７款予備費までで、補正額合計及び計ともに

歳入と同額でございます。 

今回の補正の内容でございますが、主に歳出は当初見込みよりも利用者数などが

伸びたことによる保険給付費の増額補正、歳入では歳出の保険給付費の増額に伴う

法定分の国庫負担金などの増額補正となってございます。 

それでは、８ページを御覧ください。 

２、歳入でございます。３款国庫支出金、１項国庫負担金、１目介護給付費負担

金、１節現年度分、説明欄、現年度分介護給付費負担金、４８万１，０００円の増

額。 

４款１項支払基金交付金、１目介護給付費交付金、１節現年度分、説明欄、現年

度分介護給付費交付金、６５万１，０００円の増額。 

５款県支出金、１項県負担金、１目介護給付費負担金、１節現年度分、説明欄、

現年度分介護給付費負担金、２９万９，０００円の増額。 

７款繰入金、１項一般会計繰入金、１目介護給付費繰入金、１節現年度分、説明

欄、現年度分介護給付費繰入金、２９万９，０００円。 

これらの増額につきましては、歳出の保険給付費の増額補正に伴い、それぞれの

科目を増額するものでございます。 

続きまして、３款国庫支出金、２項国庫補助金、２目地域支援事業費交付金（介

護予防・日常生活支援総合事業）、１節現年度分、説明欄、現年度分地域支援事業

費交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）、３万３，０００円の増額。 

４款１項支払基金交付金、２目地域支援事業費支援交付金、１節現年度分、説明

欄、現年度分地域支援事業費支援交付金、３万６，０００円の増額。 

５款県支出金、１項県負担金、２目地域支援事業費交付金（介護予防・日常生活

支援総合事業）、１節現年度分、説明欄、現年度分地域支援事業費交付金（介護予

防・日常生活支援総合事業）、１万６，０００円の増額。 

７款繰入金、１項一般会計繰入金、２目その他一般会計繰入金、１節職員給与費

等繰入金、説明欄、職員給与費等繰入金、１３万１，０００円の増額。 

３目地域支援事業費繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）、１節現年度分、

説明欄、現年度分地域支援事業費繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）、１

万６，０００円。 

こちらの増額につきましては、歳出の１款総務費及び３款地域支援事業費におけ

る給与費の増額補正に伴い、それぞれの科目を増額補正するものでございます。 

恐れ入ります。１０ページを御覧ください。 

３、歳出でございます。２款保険給付費、１項介護サービス等諸費、５目居宅介
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護福祉用具購入費、説明欄、居宅介護等福祉用具購入費給付費、２８万６，０００

円の増額です。こちらは、当初見込んでおりましたよりも利用者が増加したことに

よる増額補正となってございます。 

続きまして、２項介護予防サービス等諸費、３目地域密着型介護予防サービス給

付費、説明欄、地域密着型介護予防サービス給付費、１８６万３，０００円の増額

です。こちらも、当初の見込みよりも利用者が増加したことによるものでございま

す。 

続きまして、５目介護予防福祉用具購入費、説明欄、介護予防福祉用具購入費給

付費、２６万３，０００円の増額です。こちらにつきましても、当初の見込みより

利用者が増加したことによる増額補正となってございます。 

続きまして、７款１項１目予備費、説明欄、予備費、７１万５，０００円の減額

でございます。こちらにつきましては、今回の補正予算額の歳入と歳出の差額を予

備費で対応するものでございます。 

御説明については以上でございます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（吉田敏郎） 

説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑をどうぞ。ございませんか。 

 （「なし」という者多数） 

○議長（吉田敏郎） 

ないようですので、続いて討論を行います。討論のある方、いらっしゃいますか。 

 （「なし」という者多数） 

○議長（吉田敏郎） 

討論もないようですので、採決を行います。 

議案第５９号 令和４年度開成町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）につい

て、原案に賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを押してください。ボタ

ンの押し忘れは、ございませんね。それでは、採決を締め切ります。 

 （賛 成 全 員） 

○議長（吉田敏郎） 

採決の結果、賛成全員によって可決しました。 

日程第１８ 議案第６０号 令和４年度開成町給食事業特別会計補正予算（第３

号）についてを議題とします。 

予算書の説明を担当課長に求めます。 

参事兼学校教育課長。 

○参事兼学校教育課長（岩本浩二） 

議案第６０号 令和４年度開成町給食事業特別会計補正予算（第３号）について

説明をいたします。 

３ページをお願いいたします。 

第１表、歳入歳出予算補正になります。はじめに、歳入です。２款繰入金、１項

他会計繰入金、補正額７７万１，０００円、歳入合計は補正前の額１億９０７万３，
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０００円に補正額７７万１，０００円を加えた１億９８４万４，０００円となりま

す。 

次ページ、４ページをお願いいたします。 

歳出になります。１款給食事業費、１項給食材料費、補正額７７万１，０００円、

歳出合計は補正前の額１億９０７万３，０００円に補正額７７万１，０００円を加

えた１億９８４万４，０００円となります。 

８ページをお願いいたします。 

歳入歳出補正予算事項別明細書により、内容を説明いたします。 

歳入につきましては、一般会計繰入金、７７万１，０００円を給食食材費の物価

高騰に係る補填分として増額するものでございます。 

次ページ、９ページをお願いいたします。 

歳出になります。給食材料費、７７万１，０００円を増額いたしまして、各園・

学校に充てるものです。内訳は、開成小学校、２０万７，０００円、開成南小学校、

２６万５，０００円、文命中学校、２２万７，０００円、開成幼稚園、７万２，０

００円となります。 

なお、直近の園児、児童・生徒数につきましては、開成小学校、５０８人、開成

南小学校、６５３人、文命中学校、５１０人、開成幼稚園、２１８人の合計１，８

８９人でございます。 

説明は以上となります。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（吉田敏郎） 

説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑をどうぞ。ございませんか。 

 （「なし」という者多数） 

○議長（吉田敏郎） 

ないようですので、討論を行います。討論のある方、いらっしゃいますか。 

 （「なし」という者多数） 

○議長（吉田敏郎） 

討論もないようですので、採決を行います。 

議案第６０号 令和４年度開成町給食事業特別会計補正予算（第３号）について、

原案に賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを押してください。それでは、

採決を締め切ります。 

 （賛 成 全 員） 

○議長（吉田敏郎） 

採決の結果、賛成全員によって可決しました。 

日程第１９ 議案第６１号 令和４年度開成町駅前通り線周辺地区土地区画整理

事業特別会計補正予算（第２号）についてを議題とします。 

予算書の説明を担当課長に求めます。 

区画整理担当課長。 

○区画整理担当課長（井上 昇） 
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それでは、議案第６１号 令和４年度開成町駅前通り線周辺地区土地区画整理事

業特別会計補正予算（第２号）を御説明いたします。 

３ページを御覧ください。 

第１表、歳入歳出予算補正です。歳入につきましては、３款繰入金、１項他会計

繰入金。 

４ページを御覧ください。 

歳出です。歳出は、１款総務費、１項総務管理費、歳入歳出ともに補正額６５万

円の増額、合計５億８，００３万２，０００円となります。 

それでは、詳細を御説明いたします。８ページを御覧ください。 

２、歳入。３款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、説明欄、一般

会計繰入金、６５万円です。こちらは、職員給与費の増額に伴う一般会計からの繰

入金です。 

９ページを御覧ください。 

３、歳出です。１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、説明欄、給与費、

６５万円。給与費の増は、先ほど総務課長が説明した職員給与費の増額分でござい

ます。 

説明は以上となります。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（吉田敏郎） 

説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑をどうぞ。ございませんか。 

 （「なし」という者多数） 

○議長（吉田敏郎） 

ないようですので、続いて討論を行います。討論のある方、いらっしゃいますか。 

 （「なし」という者多数） 

○議長（吉田敏郎） 

討論もないようですので、採決を行います。 

議案第６１号 令和４年度開成町駅前通り線周辺地区土地区画整理事業特別会計

補正予算（第２号）について、原案に賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタ

ンを押してください。ボタンの押し忘れは、ございませんね。採決を締め切ります。 

 （賛 成 全 員） 

○議長（吉田敏郎） 

採決の結果、賛成全員によって可決しました。 

日程第２０ 議案第６２号 令和４年度開成町水道事業会計補正予算（第１号）に

ついてを議題とします。 

予算書の説明を担当課長に求めます。 

参事兼環境上下水道課長。 

○参事兼環境上下水道課長（井上 新） 

議案第６２号 令和４年度開成町水道事業会計補正予算（第１号）について説明

をいたします。 
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まず、概要を説明いたします。収入では、現在実施しております水道料金の基本

料金の減免分の補正、及び一般会計からの減免分の補助金の受入れを行い、支出で

は、人件費及び電気代高騰に伴う増額が主なものとなっております。 

それでは、補正予算書の２ページをお開きください。 

収益的収入及び支出のところの収入、科目、既決額、補正予定額、合計の順にお

話しします。 

第１款水道事業収益、２億６，３９６万５，０００円、０円、２億６，３９６万

５，０００円。 

第１項営業収益、２億４，２９０万１，０００円、マイナスの２，５３５万２，

０００円、２億１，７５４万９，０００円。 

第２項営業外収益、２，１０６万４，０００円、２，５３５万２，０００円、４，

６４１万６，０００円。 

支出になりまして、第１款水道事業費用、２億６，３９６万５，０００円、０円、

２億６，３９６万５，０００円。 

第１項営業費用、２億３３６万円、１，０５１万６，０００円、２億１，３８７

万６，０００円。 

第３項予備費、３，６４７万円、マイナスの１，０５１万６，０００円、２，５

９５万４，０００円。 

資本的収入及び支出に入りまして、支出、第１２款資本的支出、１億７，０４９

万１，０００円、１７万１，０００円、１億７，０６６万２，０００円。 

第２項増設改良費、９，６２４万９，０００円、１７万１，０００円、９，６４

２万円。 

次に、詳細を令和４年度開成町水道事業会計補正予算（第１号）明細書で説明い

たしますので、恐縮ですが、１１ページをお開きください。 

令和４年度開成町水道事業会計補正予算（第１号）明細書。 

収益的収入及び支出。 

収益的収入。１款水道事業収益、１項営業収益、１目給水収益、説明欄、水道使

用料、こちらは基本料金の減免に伴う減免分でありまして、マイナスの２，５３５

万２，０００円。こちらは、１期、３，２３１件ございますので、それの２期分、

１万６，４６２件分の使用料となっております。 

２項営業外収益、２目他会計補助金、説明欄、先ほどの基本料金の減免分を一般

会計より補助金として補填するものでございます、２，５３５万２，０００円。 

１２ページをお開きください。 

収益的支出。１１款水道事業費用、１項営業費用、１目原水浄水配水及び給水費、

１３節の動力費、説明欄、水道施設電気代、こちらの増額分となります、１，０１

０万７，０００円。 

人件費関係は説明は省略をさせていただいておりますので、なお、１３ページの

資本的支出も人件費の内容ですので、省略をさせていただきます。 
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その他、資料につきましては、後ほど御覧いただきたいと思います。 

説明は以上となります。よろしくお願いいたします。 

○議長（吉田敏郎） 

説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑のある方、どうぞ。ございません

か。 

 （「なし」という者多数） 

○議長（吉田敏郎） 

ないようですので、討論を行います。討論のある方、いらっしゃいますか。 

 （「なし」という者多数） 

○議長（吉田敏郎） 

討論もないようですので、採決を行います。 

議案第６２号 令和４年度開成町水道事業会計補正予算（第１号）について、原案

に賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを押してください。ボタンの押し

忘れは、ございませんですね。それでは、採決を締め切ります。 

 （賛 成 全 員） 

○議長（吉田敏郎） 

採決の結果、賛成全員によって可決しました。 

日程第２１ 議案第６３号 令和４年度開成町下水道事業会計補正予算（第１号）

についてを議題とします。 

予算書の説明を担当課長に求めます。 

参事兼環境上下水道課長。 

○参事兼環境上下水道課長（井上 新） 

議案第６３号 令和４年度開成町下水道事業会計補正予算（第１号）について説

明いたします。 

最初に、概要を説明いたします。収入では、現在実施しております下水道使用料

の基本使用料の減免分の補正、及び一般会計からの減免分の補助金の受入れを行い、

支出では人件費、及び電気料の高騰による流域下水道負担金等の増額が主な内容と

なっております。 

それでは、補正予算書の２ページをお開きください。 

まず、収益的収入及び支出、収入です。科目、既決額、補正予定額、合計の順で

お話しします。 

第１款下水道事業収益、４億７，８３３万４，０００円、７１９万１，０００円、

４億８，５５２万５，０００円。 

第１項営業収益、２億５，０９１万７，０００円、マイナスの１，８００万５，

０００円、２億３，２９１万２，０００円。 

第２項営業外収益、２億２，７４１万７，０００円、２，５１９万６，０００円、

２億５，２６１万３，０００円。 

支出。第１１款下水道事業費用、４億７，８３３万４，０００円、７１９万１，
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０００円、４億８，５５２万５，０００円。 

第１項営業費用、４億３，４５７万１，０００円、７４０万３，０００円、４億

４，１９７万４，０００円。 

第９項予備費、３００万円、マイナス２１万２，０００円、２７８万８，０００

円。 

資本的収入及び支出になります。 

支出。第１２款資本的支出、３億２，３６８万４，０００円、２３０万１，００

０円、３億２，５９８万５，０００円。 

第１項建設改良費、１億２，２１１万２，０００円、２３０万１，０００円、１

億２，４４１万３，０００円。 

次に、詳細を令和４年度開成町下水道事業会計補正予算（第１号）明細書で説明

いたしますので、１０ページをお開きください。 

令和４年度開成町下水道事業会計補正予算（第１号）明細書。 

収益的収入及び支出。 

収益的収入。１款下水道事業収益、１項営業収益、１目下水道使用料、説明欄、

下水道使用料、これは基本使用料減免に伴う減免分、マイナスの１，８００万５，

０００円でございます。これは、１期分、６，０９１件掛けるの２期分、１万２，

１８２件分となってございます。 

２項営業外収益、２目他会計補助金、説明欄、使用料減免補てん分、１，８００

万５，０００円、流域下水道負担金分、７１９万１，０００円、合計２，５１９万

６，０００円。 

１１ページをお開きください。 

収益的支出。１１款下水道事業費用、１項営業費用、１目管渠費、光熱水費、説

明欄、マンホールポンプ電気代、９万円。これは、町内に設置しておりますマンホ

ールポンプ２台の電気代の差額分ということで、高騰分で９万円を計上しておりま

す。 

２目流域下水道費、説明欄、酒匂川流域下水道事業維持管理費負担金、こちらも

電気代の高騰に伴う、その増額に伴う開成町分の負担増という形で、７１９万１，

０００円でございます。 

総係費以下、人件費等に係る説明は省略とさせていただきます。 

また、その他の資料につきましても、後ほど御覧いただきたいと思います。 

説明は以上となります。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（吉田敏郎） 

説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑のある方、どうぞ。ございません

か。 

 （「なし」という者多数） 

○議長（吉田敏郎） 

ないようですので、討論を行います。討論のある方、いらっしゃいますか。 



－１５３－ 

 （「なし」という者多数） 

○議長（吉田敏郎） 

討論もないようですので、採決を行います。 

議案第６３号 令和４年度開成町下水道事業会計補正予算（第１号）について、原

案に賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを押してください。ボタンの押

し忘れは、ないですね。それでは、採決を締め切ります。 

 （賛 成 全 員） 

○議長（吉田敏郎） 

採決の結果、賛成全員によって可決しました。 

以上をもちまして、本１２月定例会議に付議された案件の審議は全て終了いたし

ました。 

これにて散会をいたします。 

皆様、大変お疲れさまでした。 

午後３時５０分 散会 



－１５４－ 
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